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1. 図書館サービスの基本方針 

 

 

富田林市立図書館は、資料の貸出を図書館活動の中心とし、閲覧、レファレンスサー

ビス、児童サービス、高齢者サービス、障がい者サービス、多文化サービス、ビジネス

支援サービス、また地域行政資料の充実等、時代の変化に対応したサービスに努めてい

ます。 

「市民の暮らしに図書館を」を合言葉に、図書館法の理念に基づいて、１人でも多く

の市民が生涯学習の場として図書館を利用し、また、人とともに図書館も成長できるよ

う、次のことを基本方針とします。 

 

 

 

○ 図書館運営について 

1. 資料・情報を提供し、市民の「読みたい」「知りたい」「学びたい」に応えること。 

2. 「富田林市子ども読書活動推進計画」に基づき、児童サービスに努めること。 

3. 全域的なサービスに努めること。 

4. 連携と協働をすすめる地域に開かれた図書館をめざすこと。 

 

 

 

 



昭和49年 6月 富田林子ども文庫準備会発足

昭和50年 8月 図書館建設工事着工

9月 富田林子ども文庫連絡会発足

昭和51年 3月 図書館建設工事竣工

4月 富田林市立図書館条例公布

5月 富田林市立図書館処務規則及び富田林市立図書館協議会規則公布

司書4名採用

6月 富田林市立図書館管理運営規則公布

　　　 富田林市立図書館開館　　

昭和52年 6月 図書館開館１周年記念行事　　織田作之助展

昭和53年 9月 コンピュータ導入

昭和54年 1月 自動車文庫「つつじ号Ⅰ」運行開始　(ステーション18箇所)

昭和56年 4月 富田林市朗読ボランティアグループくさぶえ発足

6月 東公民館内に東分室開設

12月 特別養護老人ホームへの巡回貸出実施　(毎月1回)

昭和57年 4月 複写サービス実施

6月 「富田林市立図書館計画」図書館協議会から答申

7月 仮称金剛図書館建設工事着工

8月 郵政省から録音物等発授施設として認可

10月 身体障がい者サービス実施要領制定

昭和58年 2月 金剛図書館建設工事竣工

4月 金剛図書館開館　レコード、カセットテープ貸出開始

10月 日曜全日開館実施

昭和59年 9月 東分室日曜開館実施

昭和60年 9月 松原市民図書館と相互連絡車の運行開始

昭和63年 1月 自動車文庫「つつじ号Ⅱ」運行開始(更新)

平成元年 5月 市民会館内図書室開室

11月 金剛図書館でＣＤの貸出開始

平成2年 9月 中央図書館でＣＤ・カセットテープ貸出開始

平成4年 11月 ヤングコーナー設置(中央図書館・金剛図書館)

平成5年 4月 図書館活動の一部変更　　　

平成5年4月1日以降　

分室の開室日　　　　　　　 日・火・土曜日(第4火曜日は休室)

自動車文庫の運行日　　　　　 水・木・金曜日

図書整理日の休館日　　　　　　　　 第2火曜日(分室は開室)、第4火曜日

6月 コンピュータシステム更新

9月 自動車文庫でパソコン検索機利用

平成7年 1月 図書館協議会、市長に「富田林市立図書館の整備充実について」提言書提出

4月 松原市民図書館のパソコン通信利用

6月 金剛図書館(公民館)の駐車場増設

平成8年 5月 大阪府立図書館パソコン通信ネットワークシステム(ＯＬ－ＮＥＴ)利用

7月 中央図書館でＣＤ試聴

大阪市立図書館パソコン通信ネットワーク(ＯＭＬＩＮ)利用

平成9年 4月 視覚障がい者の方に、ＣＤの郵便貸出

八尾市立図書館のパソコン通信利用

7月 東分室、市民会館内図書室でＣＤ貸出

平成10年 1月 自動車文庫「つつじ号Ⅲ」運行開始(更新)

6月 藤井寺市立図書館のパソコン通信利用

水・金・土曜日

毎月末日

録音テープ図書及び点字図書ならびに身体障がい者用書籍小包個人貸出実施要領制定

平成5年3月31日まで　

日・火・木曜日　

２．富田林市立図書館略年表
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平成11年 4月 和歌山県立図書館のパソコン通信利用

中央図書館　空調（1Ｆ部分）とコンピューターシステム更新のため休館

全館　コンピューターシステム更新と蔵書点検の特別整理のため休館

12月 コンピューターシステム更新　中央図書館、金剛図書館に利用者用検索端末設置

平成12年 3月 東分室改め、富田林市立中央図書館東分室

市民会館内図書室改め、富田林市立中央図書館喜志分室として分室名変更

6月 コイン式コピー機導入

夏休み期間、10時30分から開館

中央図書館空調(2F部分）更新

平成13年 2月 金剛図書館(公民館)の駐輪場増設

4月 土・日曜日10時開館に変更　

インターネット事務用に導入

9月 中央図書館児童用便所をベビールームに改修、階段手摺り設置

平成14年 11月 金剛図書館（公民館）の屋根改修

平成15年 4月 第2火曜日を開館

平成16年 7月 図書館開館時間を、休館日を除き全曜日10時から18時に拡大

8月 ブックスタート事業を開始

平成17年 1月 金剛図書館が録音物等発授施設として、郵政省から認可

5月 ＣＤ予約開始

コンピュータシステム更新と蔵書点検のため休館

12月 図書の貸出数量を5冊から20冊に変更

インターネットによる蔵書検索及び予約を開始

平成18年 1月 宝くじ助成事業による視覚障がい者用録音図書作成機器購入

9月 視覚障がい者用録音図書作成機器の貸出開始

平成19年 4月 自動車文庫「つつじ号」地域ステーションのみの運行開始、「つつじ号」運転委託開始

5月 5月5日（祝日）臨時開館（中央図書館・金剛図書館）

学校図書館配本サービス「ブック便」運行開始

金剛図書館あかちゃんのおはなし会開始

7月 富田林市役所職員向け「事務用予約・貸出サービス」開始

10月 自動車文庫「つつじ号」排ガス浄化装置取付

受変電設備改修工事のため中央図書館休館

12月 図書館ホームページバナ－広告開始

平成20年 4月

5月 5月5日（祝日）臨時開館（中央図書館・金剛図書館）

11月 11月3日（祝日）臨時開館（中央図書館・金剛図書館）

平成21年 7月 昨年度の5月5日、11月3日に加えて7月19日（祝日）臨時開館（中央・金剛図書館）

平成22年 1月～3月 金剛図書館（公民館）の窓枠・外壁改修工事、駐輪場屋根設置工事

および金剛図書館の空調設備更新

4月 中央図書館に「富田林南ロータリークラブ」より青少年向け図書の寄贈をうける

大阪府地域福祉・子育て支援交付金により「子育て支援と子ども読書推進事業」実施

金剛図書館で「あかちゃんのおはなし会」開始

5月 昨年度の5月5日、7月19日、11月3日の祝日臨時開館に加えて、5月4日、9月23日、

3月21日の祝日を合わせて6日の祝日臨時開館（中央・金剛図書館）

平成22年 8月 日本テレビの「24時間テレビチャリティー委員会」から視覚障がい者サービス用機器類の寄贈をうける。

12月 金剛図書館に安心こども基金により、赤ちゃんと保護者のためのコーナー「あかちゃんのほんだな」設置

平成23年 1月 金剛図書館の多目的トイレなどの改修

4月 中央図書館・金剛図書館、火曜日～金曜日20時まで開館時間延長

5月 ＬＬ版（「やさしく読める」）利用案内作成

9月 金剛図書館に安心こども基金により、児童室に展示絵本架を設置

10月 中央図書館に安心こども基金により、中高校生向け雑誌架と閲覧テーブル及び椅子を設置

11月 大阪大谷大学図書館との連携協力により、大阪大谷大学図書館蔵書検索システムへのリンク及び閲覧可能となる

12月 金剛図書館にＬＬ（「やさしく読める」）ブックコーナー設置

中央図書館に住民生活に光をそそぐ交付金により、ブック便配本車「とっぴーGO！」購入

中央図書館が「子どもの読書活動優秀実践図書館」として文部科学大臣表彰を受賞

10月～11月

9月～12月

11月～12月

7月～  8月

7月～10月

11月～12月

3



平成24年 7月

とんだばやしふるさと寄附金活用事業により、科学の図書を購入し、子ども読書活動

推進のため教育委員会実施の「とっぴーと読もう！富田林市読書感想文コンクール」に協力

10月 金剛図書館あかちゃんのおはなし会1歳児の部うさぎ組開始

12月 広告入りパンフレットの無償提供者募集

中央図書館建物耐震化工事のため休館

コンピュータシステム更新（クラウドシステム採用）と蔵書点検のため休館

図書館ホームページバナー広告終了

ホームぺージにて新着案内お知らせサービス（新着案内配信サービス）開始

平成25年 3月 「富田林市子ども読書活動推進計画」策定

金剛図書館非常放送設備修繕及び外構整備工事

4月 近隣6市町村図書館間相互利用開始（河内長野市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村）

絵本の楽しさや読み聞かせの大切さを伝える、個人・サークル向け「図書館出前講座」を開始

おはなし会・じゅうたんコーナー、中央図書館は日曜日10時30分～11時、金剛図書館は土曜日15時～15時30分に変更

大阪芸術大学図書館との連携協力により、大阪芸術大学図書館蔵書検索システムへのリンク及び閲覧可能となる

5月 中央図書館に「富田林南ロータリークラブ」より児童向け図書の寄贈をうける

6月 金剛図書館返却ボックス、ステンレス製に更新

平成26年 2月 中央図書館に「あかちゃんのほんだな」設置

3月 河内長野市との二市図書館連携講座「わが町走る鉄道歴史がたり」を開催

4月 インターネットによる予約に、受け取り順指定予約の機能を強化

阪南大学図書館との連携協力により、阪南大学図書館蔵書検索システムへのリンク及び閲覧可能となる

金剛図書館が「子どもの読書活動優秀実践図書館」として文部科学大臣表彰を受賞

5月 中央図書館に「富田林南ロータリークラブ」より青少年向け図書の寄贈をうける

9月 金剛図書館閲覧室ダウンライト改修

10月 雑誌スポンサー制度開始　

11月 「富田林市子ども読書活動推進計画」に基づき庁内関係課による「子ども読書活動推進会議」を開催

平成27年 3月

4月 中央図書館で「あかちゃんのおはなし会」開始

中央図書館にやさしく読めるＬＬブックコーナー設置

6月 中央図書館・金剛図書館で、人権政策課と連携し、「女性のチャレンジ生活応援コーナー」を設け本を展示

7月 「感想文を書こう！ＭＥＥＴ☆富田林コンクール」に協力し、以降認知症関係の本の展示・貸出を行う

10月 中央図書館で、人権政策課と連携し、パネルディスカッション「煌く寺内町ウーマン」を開催

広域相互貸出連携講座、大阪狭山市も参加となり三市図書館連携講座「すこやかに生きる」を開催

平成28年 3月

ＤＶＤの貸出を試行で開始

4月 子ども読書活動推進のため、読書通帳を作製し市内16小学校の全児童へ配布

総合事務室に協力し、18歳選挙権関連図書を高校へ貸出

5月 東分室にリサイクル図書コーナーを設置

7月 読書通帳を市内8中学校の全生徒へ配布

8月 金剛図書館　消防署より防火対象物定期点検特例認定

9月 レインボーホール（市民会館）にリサイクル図書コーナーを設置

10月 きらめきファクトリーに協力し、第1回帯とんコンテスト募集開始

12月 三市図書館連携講座「すこやかに生きる」第2回を開催

喜志分室を閉室

平成29年 １月 レインボーホール（市民会館）受付窓口にて予約図書等受渡業務開始

2月 「とっぴーと読もう！富田林市読書感想文コンクール」表彰者に本の福袋プレゼント開始

学童クラブ配本便開始

3月 レインボーホール（市民会館）にステンレス製の返却ボックス設置

「富田林市子ども読書活動推進計画」に基づき市内関係機関、市民団体による「子ども読書活動推進連絡会」を開催

富田林市朗読ボランティアグループくさぶえによる「おとなのための朗読会」中央図書館でも開始

金剛図書館で富田林市朗読ボランティアグループくさぶえによる「おとなのための朗読会」開始

近隣10市図書館間相互利用開始（大阪市・大阪狭山市・柏原市・河内長野市・羽曳野市・東大阪市・藤井寺市・松原市・八尾市）
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平成29年 4月 富田林市立図書館管理運営規則の改正

高校生以上の方のための「読書手帖」を配布開始

祝日（6日間）開館を全日実施（1月1日を除く）とする

7月 金剛図書館公用車を買い替え

12月 幼児・小学生・中学生向けのおたのしみ袋の貸出開始

平成30年 3月 「第2次富田林市子ども読書活動推進計画」策定

中央図書館に「石上露子を語る集い」より石上露子関係図書の寄贈受ける

4月 健康づくり推進課との連携により母子健康手帳交付時に絵本の紹介等のリスト

「もうすぐママになられる方へ」配布開始

金剛図書館あかちゃんのおはなし会2歳児の部くま組開始

5月 市立小学校・中学校教職員向け事務用貸出開始

7月 中央図書館ファイアウォール更新

10月 高校生以上の大人対象のおたのしみ袋の貸出開始

中央図書館・金剛図書館カウンターのコンピュータ機器更新

12月 自動車文庫「つつじ号Ⅳ」運行開始（更新）

平成31年 4月 中央図書館に「富田林南ロータリークラブ」より児童向け図書の寄贈をうける

令和元年 5月 幼稚園つつじ号巡回貸出開始

市立幼稚園教諭向け事務用貸出開始

7月 中央図書館・金剛図書館で職員と非常勤職員が「認知症サポーター養成講座」受講

9月 中央図書館・金剛図書館事務室・利用者端末のコンピュータ機器更新

物忘れ相談（高齢介護課）を中央図書館・金剛図書館で実施

12月 「人権フェア」開催日にアーサー・ビナード氏が中央図書館で絵本・紙芝居のよみきかせ

令和2年 1月 金剛図書館で「いきいき音読教室」開催

3月 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、臨時休館（3/2～）

学校休校中の学童クラブ支援のため臨時配本

5月 臨時休館中の小中学生のための家庭学習支援コンテンツとして、紙芝居「天狗の松」（動画）を作成

感染拡大防止対策をとりながら開館（5/22～）

7月 中央図書館・金剛図書館に図書除菌ボックスを導入

8月 市と（株）関西都市居住サービスとの包括連携協定により、エコール・ロゼに図書返却ポストを寄贈いただき設置

10月 市制70周年を記念して図書館の郷土資料を展示「図書館の資料にみる知る人ぞ知る富田林」（10/21～11/19）

11月 中央図書館児童室床カーペット部分を敷き替え

児童書購入のための匿名の寄贈により英語多読セットなどを導入

令和3年 4月 新型コロナウイルス感染症対策の緊急事態宣言発出により、臨時休館（4/25）

5月 富田林市個別施設計画に基づき施設の長寿命化に着手。金剛図書館屋根外壁改修工事設計委託

6月 感染拡大防止対策をとりながら開館（6/22～）

10月 書誌データマークをトーハンマークに変更

令和5年 2月 金剛図書館屋根外壁改修工事のため臨時休館（2/1～28）

3月 金剛図書館屋根外壁改修工事完了

「第3次富田林市子ども読書活動推進計画」策定

4月 保育園つつじ号巡回貸出開始

7月 サマースクールでの読み聞かせ（7/25・26）

11月 エコール・ロゼのデジタルサイネージを使用した図書館の啓発を開始

令和6年 2月 中央図書館空調工事のため臨時休館（1/9～2/29）

中央図書館荷物用昇降機の入れ替え

3月 自動車文庫の東公民館ステーションを廃止

4月 中央図書館の電話に録音機能追加

8月 図書館システム入替のためのプロポーザルの実施

中央図書館で金剛バス写真展開催

10月 ICタグ貼付作業開始

金剛駅周辺まちなかウォーカブル社会実験「OPEN STREET＋」に参加。（絵本の読み聞かせなど）

金剛図書館の電話に録音機能追加

11月 公民館まつりにてテーマ展示・リユース図書・じゅうたんコーナーでの読み聞かせ

1月 図書館システム入替のため1/14～2/3まで全館臨時休館。（自動貸出機導入）

中央図書館に新しい返却ポストを設置。２４時間返却が可能

金剛図書館の木製カウンターを更新

3月 中央図書館に木製の文庫架・雑誌架を一部更新

金剛図書館に障がい者用駐車場に屋根を設置
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（１）組織図

（２）構成人数

※会計年度任用職員、運転手（委託）については、年間1,500時間を1名として換算。

-

1名

1名

1名

1名

1名 4名

1名

会計年度任用職員（短時間非常勤職員）

職　員　数

　東 分 室

金剛図書館

うち、司書

会計年度任用職員（非常勤職員） 4名

1名

4名

計

運転手（委託）

12.23名 13.72名

3.47名

会計年度任用職員（欠員代替）

0.76名

3.72名

-

-

中央図書館

-

3.47名

0.76名

12.23名 13.72名

4名 3名

- -

館　長　代　理

主　　　　　　査

一　般　職　員

1名

1名

職　員　数

1名

3.72名

3名

中央図書館

教育委員会

文化財課

中央公民館

金剛公民館

東公民館

うち、司書

1名

生涯学習課

生涯学習部

教育総務部

1名1名 1名

（令和6年4月1日現在)

金剛図書館
区　　　分

館　　　　　　長

３．組織・機構図
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昭和 ５８ 年 ４ 月

中 央 図 書 館 部 分
９０２．３２ ㎡

所   在   地 富 田 林 市 本 町 16 番 28 号 富 田 林 市 高 辺 台 二 丁 目 1 番 2 号

敷 地 面 積

建 築 面 積

公 民 館 ･ 図 書 館 複 合 施 設
３，４９４．５９ ㎡

（公民館部分を含む）

公 民 館 ･ 図 書 館 複 合 施 設
３，８００.１８ ㎡

（公民館部分を含む）

公 民 館 ･ 図 書 館 複 合 施 設
１，０６９．０５ ㎡

（公民館部分を含む）

館 （室） 名 富 田 林 市 立 中 央 図 書 館 富 田 林 市 立 金 剛 図 書 館

開 館 年 月 昭 和 ５１ 年 ６ 月

一　部　鉄　骨　造

３２ 台
公民館と共用

富 田 林 市 立 東 公 民 館 内
１，７３7．5１ ㎡

（東公民館敷地面積）

富 田 林 市 山 中 田 町 一 丁 目 5 番 50 号

鉄　筋　コ　ン　ク　リ　ー　ト　
一　部　鉄　骨　造 一　部　鉄　骨　造

地　上　２　階　建

駐   車   場
４０ 台

公民館と共用

金 剛 図 書 館 部 分
９２７．５４ ㎡

地　上　２　階　建

延 床 面 積

４９ 台
公民館と共用

公 民 館 ･ 図 書 館 複 合 施 設
１，４０７．４８ ㎡

（公民館部分を含む）

鉄　筋　コ　ン　ク　リ　ー　ト　

駐   車   場

昭 和 ５６ 年 ６ 月

東 分 室 部 分
５６．７ ㎡

延 床 面 積

館 （室） 名

８１１．４９ ㎡

富 田 林 市 立 東 公 民 館

構　       造
地　上　２　階　建

鉄　筋　コ　ン　ク　リ　ー　ト　

所   在   地

開 館 年 月

敷 地 面 積

建 築 面 積

構　       造

富田林市立中央図書館
東　　　　　分　　　　　室

４．施設の概要
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　（令和6年4月1日現在）

５．図書館サービス網

図書館施設（３ヵ所）
● 自動車文庫ステーション（１２ヵ所）

不動ヶ丘２号公園

伏見堂
ふれあい広場

楠風台
自治会館

山手町

総合福祉会館

須賀尼池
児童遊園

金剛グリーン
ハイツ前

金剛連絡所
(返却ポスト)

久野喜台２丁目

かがりの郷

東公民館駐車場

市役所

中央図書館

金剛図書館

藤沢台７丁目

南旭ヶ丘

梅の里
５号公園

石川

金
剛

滝

谷

富

喜
志

西
口

川
西

田
林

滝
谷不

動

近
鉄
長
野
線

南
海

高
野
線

北

河
内
長
野

レインボーホール
（市民会館前）

東分室エコールロゼ
(返却ポスト)

(返却ポスト)
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予   算

資料費総額 図 書 費 逐次刊行物 視聴覚資料

27 164,268 121,941 22,669 18,700 2,969 1,000 19,658

28 161,271 118,612 22,969 18,940 2,969 1,060 19,690

29 157,556 114,193 22,970 18,852 2,969 1,149 20,393

30 170,449 118,215 22,978 18,853 2,978 1,147 29,256

31
(R1)

167,570 121,384 22,721 18,578 2,995 1,148 23,465

R2 154,000 112,980 22,560 18,639 3,031 890 18,460

R3 157,643 113,544 22,293 18,418 2,960 915 21,806

R4 251,553 107,868 22,137 18,239 2,997 901 121,548

R5 168,129 115,498 22,056 18,244 3,013 799 30,575

R6 245,033 118,537 22,028 17,871 3,158 999 104,468

一般会計に占める図書館費の割合 令和6年度

※H22年度～令和2年度　報償費に大阪府地域福祉・子育て支援交付金を活用

※R4年度　管理運営費に「金剛図書館整備事業」の100,900千円を含む

※R5年度　管理運営費に「中央図書館整備事業」の8,700千円を含む

※R6年度　管理運営費に「金剛図書館整備事業」の75,401千円を含む

単位 ： 千円

千円

　　＝ 0.54%
45,010,000

245,033

年
度

人　件　費
（会計年度
任用職員
賃金含む）

資  　　　  料 　　　   費
管理運営費

図　書　館　費
予　算　総　額

６．図書館予算
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市民1人

あたりの

うち
児童書

うち
児童書

うち
児童書

うち
児童書

うち
児童書

うち
児童書

貸出冊数

27 298,913 77,057 453,770 117,026 5,214 2,047 14,368 4,747 9,802 4,221 782,067 205,098 6.8

28 281,969 64,396 449,337 121,708 4,889 2,280 12,345 4,484 7,763 2,581 756,303 195,449 6.7

29 293,047 66,642 430,419 120,739 4,628 2,087 2,111 194 7,306 1,903 737,511 191,565 6.6

30 281,401 60,225 431,793 125,992 4,177 1,615 1,946 148 6,639 1,882 725,956 189,862 6.5

31(R1) 255,943 55,236 399,524 121,499 4,376 1,764 1,957 122 7,245 2,750 669,045 181,371 6.1

R2 210,567 41,588 335,393 98,703 3,016 1,197 1,916 164 6,742 2,115 557,634 143,767 5.1

R3 216,974 46,328 355,217 116,151 2,816 931 2,272 223 8,232 2,716 585,511 166,349 5.4

R4 240,005 54,300 366,588 122,391 3,558 1,310 2,279 221 6,316 1,720 618,746 179,942 5.7

R5 214,721 47,072 379,662 131,444 4,651 1,718 2,420 170 7,001 2,195 608,455 182,599 5.7

R6 211,723 46,730 348,733 118,769 3,381 901 2,224 84 7,692 2,537 573,753 169,021 5.4

　H28年度12月で喜志分室閉室。H29年1月よりレインボーホール(市民会館)で予約図書受渡開始

　R2年3月2日～5月21日まで新型コロナウイルス感染拡大防止のため全館臨時休館 

　　　（予約図書等の受け渡しのみの期間有り）

  R3年4月25日～6月21日まで新型コロナウイルス感染拡大防止のため全館臨時休館

　　　（4月27日（火）～6月20日（日）は予約図書等の受け渡しのみ実施）

  R5年2月4日～2月28日まで外壁等工事のため金剛図書館臨時休館（予約図書等の受け渡しのみ実施）

  R6年1月9日～2月29日まで空調工事のため中央図書館臨時休館（予約図書等の受け渡しのみ実施）

  R7年1月14日～2月3日まで図書館システム入替のため全館臨時休館

移動図書館 合         計

(1)　年度別貸出冊数

分

 
 

度

区

 
 

年

中 央 図 書 館 金 剛 図 書 館 東   分   室 市民会館

７. 利用統計

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

27 28 29 30 31(R1) R2 R3 R4 R5 R6

千冊

年

年 度 別 貸 出 冊 数
全貸出冊数 児童書貸出冊数
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(2)　令和6年度 月別貸出冊数　＊市民会館は予約図書等受渡業務による貸出冊数

総　数

うち児童書

総　数

うち児童書

総　数

うち児童書

総　数

うち児童書

総　数

うち児童書

総　数

うち児童書

総　数

うち児童書

総　数

うち児童書

総　数

うち児童書

総　数

うち児童書

総　数

うち児童書

総　数

うち児童書

総　数

うち児童書

＊ 1/14～2/3は図書館システム入替のため全館臨時休館

令和6年度　資料別貸出冊数
一般書 雑誌 児童書 CD DVD 合計

４月 30,938 2,743 15,116 1,739 10 50,546

５月 32,563 2,860 14,096 1,713 11 51,243

６月 32,019 2,818 15,151 1,709 9 51,706

７月 30,344 2,890 15,849 1,596 4 50,683

８月 31,291 2,897 18,082 1,446 10 53,726

９月 30,014 2,741 15,359 1,477 7 49,598

１０月 31,037 2,813 15,095 1,590 3 50,538

１１月 29,283 2,729 13,297 1,472 3 46,784

１２月 30,577 2,767 16,254 1,500 5 51,103

１月 16,303 1,213 5,932 675 0 24,123

２月 30,050 2,913 11,979 1,412 3 46,357

３月 30,145 2,907 12,801 1,486 7 47,346

合　計 354,564 32,291 169,011 17,815 72 573,753

＊ 開館日数　　中央図書館 290日　　金剛図書館 290日　　東分室133日 

573,753

46,730 118,769 901 84 2,537 169,021
合　計

211,723 348,733 3,381 2,224 7,692

47,346

3,609 9,023 71 3 95 12,801
3

16,391 29,890 372 188 505

46,357

3,234 8,368 29 5 343 11,979
2

16,255 28,974 172 201 755

24,123

1,976 3,756 50 4 146 5,932
1

9,484 14,152 146 85 256

51,103

3,760 12,214 88 4 188 16,254
12

18,484 31,463 299 153 704

46,784

3,784 9,123 98 7 285 13,297
11

17,938 27,646 287 185 728

50,538

4,099 10,636 81 10 269 15,095
10

18,743 30,593 323 181 698

49,598

4,162 11,050 45 4 98 15,359
9

18,197 30,457 242 175 527

53,726

5,416 12,424 98 9 135 18,082
8

20,438 32,175 280 201 632

50,683

4,225 11,451 52 6 115 15,849
7

18,749 30,862 282 218 572

841 51,706

4,508 10,191 99 15 348 15,161

9,715 107 11 450 14,096

6
19,422 30,850 356 237

65 15,116

5
19,123 30,642 319 245 914 51,243

3,813

移動図書館 合　 　計

18,499 31,029 303 155 560 50,546
4

月 中央図書館 金剛図書館 東　分　室 市民会館

4,144 10,818 83 6

中央

36.9%

金剛

60.8%

東分室

0.6%

市民会館

0.4%
移動図書館

1.3%

図書館別貸出冊数

中央図書館

金剛図書館

東分室

喜志分室

移動図書館

■市民会館
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（３） 令和6年度　年齢別貸出人数
利用者区分 年齢 中央 金剛 東分室 市民会館 移動図書館 全合計

個人(市内) ０～６ 775 1,152 4 0 8 1,939 2,277 85%

個人(市内) ７～９ 697 1,799 68 0 11 2,575 2,704 95%

個人(市内) １０～１２ 767 1,515 8 0 12 2,302 2,485 93%

個人(市内) １３～１５ 303 394 45 0 5 747 2,237 33%

個人(市内) １６～１８ 1,217 1,557 22 0 10 2,806 1,949 144%

個人(市内) １９～２２ 614 684 1 59 18 1,376 1,625 85%

個人(市内) ２３～２９ 1,508 1,263 1 1 20 2,793 3,558 78%

個人(市内) ３０～３９ 5,764 5,077 22 16 32 10,911 11,066 99%

個人(市内) ４０～４９ 9,391 8,113 122 160 44 17,830 20,860 85%

個人(市内) ５０～５９ 15,793 10,942 78 193 142 27,148 29,593 92%

個人(市内) ６０～６９ 17,969 18,226 300 152 127 36,774 38,726 95%

個人(市内) ７０～７９ 16,737 22,111 234 532 540 40,154 42,622 94%

個人(市内) ８０以上 5,341 7,957 96 69 440 13,903 13,119 106%

個人(市外) ０～６ 16 22 0 0 0 38 79 48%

個人(市外) ７～９ 27 16 0 0 0 43 47 91%

個人(市外) １０～１２ 9 20 0 0 0 29 65 45%

個人(市外) １３～１５ 19 25 0 0 0 44 77 57%

個人(市外) １６～１８ 67 7 0 0 0 74 50 148%

個人(市外) １９～２２ 73 19 0 0 0 92 66 139%

個人(市外) ２３～２９ 134 123 0 0 0 257 298 86%

個人(市外) ３０～３９ 586 212 0 0 0 798 1,154 69%

個人(市外) ４０～４９ 926 747 0 11 29 1,713 1,930 89%

個人(市外) ５０～５９ 1,286 827 10 70 0 2,193 2,205 99%

個人(市外) ６０～６９ 1,724 1,523 10 100 0 3,357 4,167 81%

個人(市外) ７０～７９ 1,664 1,009 13 62 0 2,748 2,933 94%

個人(市外) ８０以上 211 117 0 0 0 328 312 105%

2,613 4,943 125 0 36 7,717 9,971 77%

81,005 80,514 909 1,425 1,402 165,255 176,233 94%

331 1,793 0 3 96 2,223 3,442 65%

38 11 0 0 0 49 68 72%

83,987 87,261 1,034 1,428 1,534 175,244 189,714 92%

（４）登録者数
令和6年度新規登録者 1,208人 (内児童 340 人）

累積登録者 32,929人 (内児童 3,980 人）

全市民に対する登録率 31.3% (人口　　　 105,243 人）

マイナンバーカード連携貸出券登録者 11人 (内児童 0 人）

（５）令和6年度　来館者数

月 中央 金剛 東 合計

2 4,952 5,854 195 11,001

3 5,654 7,138 198 12,990

合計 10,606 12,992 393 23,991

※２月の新システム稼働に伴い来館者数がカウント出来るようになったため、２月より記載

前年度比

一般合計（16～）

児童合計（0～15）

団体

合計

その他
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（６）令和6年度　団体貸出冊数

 団体名 中央 金剛 東分室
市民
会館

移動
図書館

4館合計 合計

文庫 54 59 0 0 0 113 113

幼稚園 209 446 0 0 516 655 1,171

保育園 32 212 0 0 1,395 244 1,639

小学校 1,607 2,005 0 0 0 3,612 3,612

中学校 0 0 0 0 0 0 0

学童 0 12,837 0 0 0 12,837 12,837

学校図書館 848 5,576 0 0 0 6,424 6,424

市役所各課 28 7 0 0 0 35 35

その他団体
その他の図書館含む

1,362 3,068 0 0 22 4,430 4,452

合計 4,140 24,210 0 0 1,933 28,350 30,283

（７）令和6年度　自動車文庫（移動図書館「つつじ号」）利用状況

一般 児童 雑誌 視聴覚 合計 一般 児童 団体 合計

レインボーホール
(市民会館)

22 171 1 2 0 174 32 0 0 32 8

南旭ヶ丘公園前 22 327 25 33 0 385 115 0 0 115 18

梅の里5号公園 22 923 74 140 6 1,143 305 5 0 310 52

須賀尼池児童遊園 21 662 70 22 18 772 168 2 0 170 37

楠風台自治会館 23 389 30 31 4 454 109 0 0 109 20

伏見堂ふれあい広場 21 50 21 19 0 90 19 10 0 29 4

不動ヶ丘町2号公園前 21 264 25 45 3 337 100 0 0 100 16

かがりの郷(イベント広場) 23 95 120 25 43 283 97 0 0 97 12

山手町(自治会管理広場) 23 404 72 130 14 620 143 11 0 154 27

久野喜台2丁目150棟前 20 339 26 40 0 405 90 2 0 92 20

藤沢台7丁目 20 8 28 0 0 36 3 3 0 6 2

伏山
（金剛グリーンハイツ前） 20 647 155 56 30 888 168 0 3 171 44

幼稚園・保育園つつじ号 26 53 1,874 2 0 1,929 6 3 92 101 74

その他
（相互貸借・課題図書等） 160 16 176 48 0 0 48

BM合計 284 4,492 2,537 545 118 7,692 1,403 36 95 1,534

移動図書館 つつじ号Ⅳ号　　　  車種 三菱ミニキャブトラック　軽自動車

　　　　　　　　　　　　　                   平成30年12月 積載冊数  ５５０冊

名称

購入

ステーション名
巡回
回数

貸出冊数 貸出人数 1回あた
りの貸
出冊数

　※幼稚園25クラス、保育園
17クラス、小学校43クラス、
中学校0クラス、学童クラブ
32クラブ、学校図書館24校

　※事務用貸出90団体（市
役所56課、学校24校、幼稚
園10園）
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（８）　予約・相互貸借・複写サービス・Ｗｅｂサービス等

①　令和6年度月別予約件数

月 中央 金剛 東分室 移動図書館 館内ＯＰＡＣ ＷｅｂＯＰＡＣ 合計

4 1,131 1,413 46 70 259 7114 10,033

5 1,228 1,357 21 70 244 7343 10,263

6 1,318 1,421 84 52 277 7059 10,211

7 1,228 1,363 53 44 225 6752 9,665

8 1,261 1,321 79 77 250 6840 9,828

9 1,373 1,613 39 48 261 7130 10,464

10 1,296 1,525 100 33 257 7135 10,346

11 1,383 1,673 40 60 273 6701 10,130

12 940 1,294 44 34 237 7385 9,934

1 337 493 19 5 92 3378 4,324

2 1,028 1,368 28 18 474 6057 8,973

3 904 1,421 19 9 384 6704 9,441

合計 13,427 16,262 572 520 3,233 79,598 113,612

②年度別予約件数
年度　　　区分 中央 金剛 東分室 自動車文庫 館内ＯＰＡＣ ＷｅｂＯＰＡＣ 合計

31(R1) 15,694 19,662 460 461 4,493 70,417 111,187

R2 15,241 18,324 451 414 3,253 76,691 114,374

R3 18,884 21,759 756 782 3,034 89,122 134,337

R4 17,268 19,789 728 628 3,578 84,746 126,737

R5 15,767 18,959 832 622 3,289 86,028 125,497

R6 13,427 16,262 572 520 3,233 79,598 113,612

R3年度　4月1日～6月21日　新型コロナウイルス感染拡大防止のため中央図書館・金剛図書館・東分室休館

R4年度　2月4日～2月28日　屋根外壁改修工事のため金剛図書館臨時休館

R5年度　1月9日～2月29日　空調工事等のため中央図書館臨時休館

R6年度　1月14日～2月3日　図書館システム入替のため全館臨時休館

＊入手不能、提供不可　　　　中央　52 件　/　金剛   41件

中央

11.82%

金剛

14.31%

東

0.50%

自動車文庫

0.46%

館内OPAC

2.85%

WebOPAC

70.06%

令和6年度予約受付件数

中央 金剛 東分室

自動車文庫 館内ＯＰＡＣ ＷｅｂＯＰＡＣ

100

110

120

130

140

31(R1) R2 R3 R4 R5 R6

千冊
年度別予約件数
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③ 令和6年度相互貸借冊数

中央 金剛 府市町村名

大阪府 1024 1332 大阪府 23

大阪市 48 108 大阪市 59

能勢町 0 1 能勢町 10

豊能町 0 3 豊能町 5

池田市 39 29 池田市 29

箕面市 28 21 箕面市 13

豊中市 31 44 豊中市 10

吹田市 39 55 吹田市 32

摂津市 26 29             摂津市 18

茨木市 46 70 茨木市 36

高槻市 13 18 高槻市 15

島本町 11 3 島本町 53

枚方市 93 110 枚方市 23

交野市 36 61 交野市 89

寝屋川市 33 16 寝屋川市 51

門真市 23 34 門真市 2

四條畷市 20 17 四條畷市 20

大東市 62 131 大東市 38

東大阪市 49 124 東大阪市 64

八尾市 10 32 八尾市 28

柏原市 22 48 柏原市 6

守口市 15 50 守口市 23

松原市 57 150 松原市 24

羽曳野市 13 34 羽曳野市 24

藤井寺市 27 43 藤井寺市 44

大阪狭山市 105 150 大阪狭山市 86

河内長野市 219 184 河内長野市 250

千早赤阪村 7 11 千早赤阪村 76

太子町 0 27 太子町 18

河南町 16 48 河南町 16

堺市 27 23 堺市 33

高石市 0 3 高石市 22

泉大津市 12 30 泉大津市 29

忠岡町 0 1 忠岡町 5

和泉市 5 23 和泉市 52

岸和田市 7 12 岸和田市 12

貝塚市 31 58 貝塚市 16

泉佐野市 15 59 泉佐野市 47

熊取町 33 22 熊取町 23

泉南市 20 15 泉南市 45

阪南市 22 57 阪南市 39

岬町 0 0 岬町 0

田尻町 0 3 田尻町 63

大阪府立大学 1 2 府外図書館 12

大阪大谷大学 0 0 総　　　計 1,583
大阪芸術大学 0 0

府内その他図書館 0 0

府外図書館 48 58 ＊相互貸借の貸出は金剛図書館で一括実施

国立国会図書館 4 5

　　　　　合　　　計 2,337 3,354

総　　　計 5,691

借　　　　　　　受 貸　　　　　　出
府市町村・大学名

15



④ 複写サービス

⑤ ウェブサービス

■ホームページアドレス

http://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/library/

https://www.t-opac-lib.jp/opw/OPS/OPSINDEX.CSP

⑥広域サービス

大阪市 八尾市 河内長野市 松原市 柏原市 羽曳野市 藤井寺市 東大阪市 大阪狭山市 合計

873 140 5,421 271 52 1,339 395 46 8,771 27,475

319 84 2,244 98 22 492 180 20 2,856 9,931

8 3 31 3 1 15 4 2 41 164

117 27 399 38 31 224 77 23 750 2,730

貸出期間　令和6年4月1日～令和7年3月31日

累計登録期間　平成24年7月1日～令和7年3月31日

⑦読書手帖

　 平成２８年度より市内全１６小学校、平成２９年度より市内全８中学校全児童・生徒に対して

「読書通帳」の配布を開始（P30参照）。その後、大人向けの読書通帳を求める声が多くあがり、

平成２９年度より高校生以上の利用者に配布する「読書手帖」を作成、図書館にて配布している。

令和6年度 890 冊 426 冊、 464 冊）

  読書手帖(表)

 読書手帖(記入面)

スマートフォン用アドレス

枚  数

3,170

1,546

4,716

館         名

（中央図書館

10,167

3,616

56

中 央 図 書 館

金 剛 図 書 館

合            計

1,044

アドレス

金剛図書館

登録者数 (累計)

貸出人数

登録者数
(１年間)

配布数：

南河内郡
（太子町・河南町・千早赤阪村）

貸出点数
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(９）令和6年度　レファレンス件数

月 一般 児童 団体 事務室
書庫出納等 一般 児童 団体 書庫出納等

4月 98 10 1 112 45 8 0 361

5月 110 15 4 171 50 12 0 370

6月 147 45 0 152 35 9 1 374

7月 116 16 1 151 60 16 0 363

8月 129 33 0 180 49 15 1 422

9月 128 14 0 176 59 17 1 357

10月 118 10 0 153 55 9 1 285

11月 128 7 1 157 68 9 2 237

12月 114 11 0 132 33 7 1 240

1月 65 6 0 84 10 3 0 123

2月 177 9 0 109 45 5 0 269

3月 167 17 0 98 59 5 0 245

合計 1,497 193 7 1,675 568 115 7 3,646

※1月14日（火）～2月3日（月）は図書館システム入替のため休館しました。

自動車文庫

月 一般 児童 団体 件数のみ

4月 6 0 0 0

5月 2 0 0 0

6月 4 1 0 1

7月 0 0 0 0

8月 2 0 0 1

9月 1 0 0 1

10月 0 0 0 0

11月 1 1 0 2

12月 0 0 0 1

1月 0 0 0 0

2月 0 0 0 1

3月 0 0 0 0

合計 16 2 0 7

件数のとり方について

 ・カウンター及び電話で受付けたものをカウントしている。

 ・受付けた相手の年齢により､中学生以下を児童としてカウントしている｡

 ・ブック便以外で、学校や保育園等から依頼のあったものを団体としてカウントしている｡

 ・事務室及び書庫から出して提供したものを冊数に関係なく１件としてカウントしている｡

 （ただし､指定された本ではなく､レファレンスを含む書庫出しは、書庫出しと一般または児童

 の両方に１件ずつカウントしている）

東分室

金剛図書館中央図書館
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① 中央図書館レファレンス記録　（レファレンス記録より一部を掲載）

質　　問　　事　　項 調　　査　　回　　答

昭和４０年～４５年の富田林（南大伴周辺）
の住宅地図を閲覧したい。

①富田林市で所蔵を見ると１９７２年版が一番古い。②インター
ネットで大阪府立図書館の所蔵を調べると「中之島図書館所蔵
住宅地図一覧」、「中央図書館所蔵住宅地図一覧」というページ
があり、中之島図書館で昭和４６年の住宅地図が一番古いのが
わかった。よって大阪府立中央図書館と中之島図書館の電話番
号を伝え、閲覧のみ利用可能であるという情報を提供した。

吉川弘文館の『寛政重修諸家譜』はどこで
見ることが出来るか。また、『平成新修旧華
族家系大成（上・下）』はどの市が持っている
か。

富田林では所蔵なし。大阪府立のWeb-OPACにて検索。「寛政」
「吉川弘文館」をキーワードにするも該当なし。『寛政改革の研
究』と『寛政期水戸学の研究』を府立が所蔵していたがどちらも
違うとのこと。再度確認するとのことで一旦レファレンスは終了。
再度、利用者より追加で『平成新修旧華族家系大成』が見たいと
のことで大阪府立のWeb-OPACで検索。大阪府立と堺市が所蔵
していることがわかり、堺市に行ってみるとのことで、堺市立中央
図書館のへの地図を提供。

「今川焼」の名前・呼び方の全国的な分布が
知りたい。なぜいろいろな名前があるのか知
りたい。

『日本料理由来辞典』に由来の記載あり。『ちがいがわかるとお
もしろい！東日本と西日本３』に地方の名前の記載あり。『聞き
書きふるさとの家庭料理７まんじゅうおやきおはぎ』に「焼おや
つ」「小判焼き」の記載あり。上記３冊を提供。

戦国時代の武士の出自を知りたい。
地元に伝わる合戦記に下記の名前がありそ
れぞれの出自を調べたい。「土岐下野守」
「土岐三郎」「土岐十郎」「本間四郎」「足助
兵部」「河原出雲」「松井蔵人」

大阪府立図書館より『美濃・土岐一族』と『戦国大名論集４中部
大名の研究』があったのでそちらを見ていただく。出自を知りた
いとのことだったので『尊卑文脈３』も提供した。

江戸時代の水越峠での千早赤阪村と御所
の水権争いについての記述がある資料はな
いか。ただし、千早赤阪村からの視点でか
かれているものを望む。

御所市の資料は見て、記載のあるものは見たとのこと。『千早赤
阪村誌』を確認すると本文編の目次に「第三章近世　第五節産
業経済」の中に「水越水論」と記載あり。こちらを提供した。

『千早赤阪村誌』の「小字地図」を見たい。

富田林で以前見たことがあるとのことで『千早赤阪村誌』の本文
編と資料編を確認したが「小字地図」はついていなかった。また、
別途、資料としての所蔵もなかったため、大阪府下で横断検索し
たところ河内長野市などが所蔵していることがわかった。しかし
貸出不可の資料のため、閲覧希望の場合は河内長野市立図書
館において閲覧可能との旨お伝えした。
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②金剛図書館レファレンス記録　（レファレンス記録より一部を掲載）

質　問　事　項 調　査　回　答

東條地区に戦時中学童疎開を受け入れて
いる施設があったことを調べている。

市史の3巻が近現代についての内容であることを伝えた。
申込者にインタビューをした結果、若楠学園のことかと推察した
ので“若楠学園”で蔵書検索をして市民の著作『若楠学園・楠母
神社・李王妃方子 』 奥村  和子∥著を提供した。

『こすずめのぼうけん』の原著が読みたい。

福音館のエホンの奥付に記載されているタイトルでＷｅｂ検索を
した。
『The sparrow who flew too for』『こすずめのぼうけん』「原書」で
検索したところlabokagiyama.wixsite.comのサイトに『原語で読み
たい絵本「こすずめのぼうけん」』の表記があり、本の表紙画像
の「Tell Me a story」とあったため所蔵検索したところ書庫に在架
あり。P.18に載っていたため提供した。

中百舌鳥から地下鉄が富田林まで延伸され
るとの噂について調べたい。

大正時代～昭和の近鉄が布忍～堺のルート、古市～堺の計画
があり地下鉄となると平成元年ごろあった。谷町線の話があっ
た。
事実確認を再度したところ、お話いただいた際の中百舌鳥から
が正しいと考えると近鉄(当時の大鉄)が昔延伸の申請をしたとい
う記載あり。
『近鉄ディープなふしぎ発見』(105797416)P.46～P.48にかけて記
載あり。
また、地下鉄の延伸で調べると、お話させていただいた通り、谷
町線八尾南から富田林までの延伸計画がありました。
計画の抄録についてはWEBにて公開されている。
『大阪圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する
基本計画について』平成元年の中に地下鉄谷町線(２号線)の延
伸について記載があった。
本市発行の第３時富田林総合計画のP83に近隣自治体と要請
するとの記載があった。
本誌では所蔵のない『大阪の地下鉄』1999年産調社にも記載が
あるかもしれないと思い、後日現物確認したところ生成元年の運
送者の答申があったのみ。詳しい記載はなかった。

タカオという女の人が主人公で医者という設定
のミステリーを読みたい

「高尾＿医者＿ミステリー」でGoogle検索。『天久鷹央の推理カル
テ』(知念 実希人∥著)がヒットしたため質問者に提案したところ、
求めておられたものと合致したため提供した。

斉明天皇の詠んだ「山越えて　海渡るとも
おもしろき今城のうちは　忘らゆましじ」が
載っているものを教えてほしい。

質問者より「斉明紀」に載っているものかもしれないとの情報あ
り。「斉明紀」で府立横断検索で検索するもヒットせず。
→斉明天皇がいつごろの天皇であるかをWEBで調査。35代37代
であると判明。また『日本書紀』「斉明天皇４年５月条」にて３首詠
んでいるとのことが分かる→日本書紀の現物確認をする。
「新編 日本古典文学全集」④(日本書紀③)のP.204より斉明天皇
の記載あり→P.214～P.215質問にあたる和歌の現代訳万葉仮
名の記載あり。
質問者より指摘の「斉明紀」ではなく『新編　日本古典文学全集
４」(日本書紀③)P.214～P.215に記載があった。また万葉仮名の
ものもあわせて載っているので参考にしてくださいと回答した。

生涯学習における図書館の役割について調
べたい。

当館所蔵資料では、NDC379に生涯学習論関連の書籍があり、
公民館、図書館についての簡単な役割的な説明の記載があっ
た。
他には、京都大学　生涯学習・図書館情報学研究Vol４（2005）に
山口源次郎氏が『公共図書館と生涯学習』という論文を掲載され
ており、参考になるかと思われる。WEBにて記事が公開されてい
るのでそちらをご案内した。

図書館における児童サービスの重要性につ
いて

WEB公開されている紀要、学術雑誌も案内した。
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（1）分類別蔵書冊数

分類 一般図書 児童図書 郷土資料 ＹＡ図書 参考図書 ＣＤ ＤＶＤ 蔵書合計

０総記 6,077 609 536 121 162 6,337 184 14,026

１哲学 7,439 415 110 152 81 0 0 8,197

２歴史 13,942 3,086 2,618 78 421 0 0 20,145

３社会 19,625 5,303 2,692 527 245 0 0 28,392

４自然 10,160 11,824 153 288 224 0 0 22,649

５技術 16,040 3,617 398 288 71 0 0 20,414

６産業 5,031 2,767 323 98 112 0 0 8,331

7芸術 14,404 4,950 204 577 147 0 0 20,282

８言語 2,320 852 74 90 447 0 0 3,783

９文学 50,656 29,371 476 1,424 199 0 0 82,126

絵本 0 27,240 0 0 0 0 0 27,240

小さい絵本 0 7,485 0 0 0 0 0 7,485

文庫本 30,509 0 11 3,533 0 0 0 34,053

紙芝居 0 2,308 0 0 0 0 0 2,308

大活字本 2,464 0 0 0 0 0 0 2,464

外国図書 1,496 602 0 0 0 0 0 2,098

点字資料 9 0 0 0 0 0 0 9

その他 53 7 447 12 3 0 0 522

合計 180,225 100,436 8,042 7,188 2,112 6,337 184 304,524

(2) 購入冊数 (3) 寄贈冊数

冊数（点数） 金額（円） 冊数

一般図書 7,731 14,017,238 一般図書 278

児童図書 2,440 4,257,995 児童図書 98

視聴覚 152 595,745 ＣＤ 2

合　計 10,323 18,870,978 ＤＶＤ 0

合　計 378

(令和7年3月31日現在）

８. 資 料
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(４)　新聞・雑誌

① タイトル数    ※令和7年3月31日現在

全　　　体 購　　　入 全　　　体 購　　　入 スポンサー 寄　　　贈

中央図書館 7 7 142 128 7 7

金剛図書館 7 6 107 92 10 5

合         計 14 13 249 220 17 12

　　　

　スポンサー雑誌タイトル一覧 ※令和7年3月31日現在

館名

② 購入金額 ③ 新聞一覧

区　　　分            金　額  （円）     新        聞        名 中央図書館 金剛図書館

新　　　聞 ○ ○

雑　　　誌 ○ ○

合　　　計 ○ ○

○ ○

○ ○

○

○

○

○ （寄贈）

金剛図書館

朝      日      新      聞

毎      日      新      聞

読      売      新      聞3,174,794

771,600

2,403,194

・ＥＳＳＥ(エッセ)　・関西じゃらん　・きょうの料理
・ＳＡＶＶＹ(サビィ)　・趣味の園芸  ・すてきにハンドメイド
・ダ・ヴィンチ　・ＭＯＮＯＱＬＯ(モノクロ)　・趣味の園芸やさいの時間

金剛さやまコミュニティ

日   刊   ス  ポ  ー  ツ

ス ポ ー ツ ニ ッポ ン

日      経      新      聞

Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ Ｔｉｍｅｓ

産      経      新      聞

雑     　　  誌

雑誌タイトル

館 名
新     　　  聞

・あまから手帖　・きょうの健康　・きょうの料理　・LDK（エルディーケイ）
・趣味の園芸　・旅の手帖　・天然生活中央図書館

※平成26年10月より雑誌スポンサー制度を開始
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④ 雑　誌　名　一　覧　(令和7年3月末現在）
No. 雑　　誌　　名 中央 金剛 東 No. 雑　　誌　　名 中央 金剛 東
1 AERA（アエラ） ○ 72 子供の科学 ○
2 アクアライフ ○ 73 ことりっぷmagazine（マガジン） 〇
3 明日の友 ○ 74 この本読んで！ ○
4 アニメージュ ○ 75 ゴルフダイジェスト ○
5 あまから手帖 ○ 76 碁ワールド ○
6 アルバトロス・ビュー ○ 77 サイクルスポーツ ○
7 & Premium (アンドプレミアム) ○ 78 サッカーダイジェスト ○
8 囲碁講座 ○ 79 サーナ ○
9 一個人 ○ 80 ＴＨＥ２１ 〇
10 一枚の絵 ○ 81 SAVVY（サビィ） ○ ○
11 田舎暮らしの本 ○ 82 サライ ○
12 illustration （イラストレーション） ○ 83 サンキユ! ○
13 ＩＮ　ＲＥＤ（インレッド） ○ 84 サンデー毎日 ○ ○
14 ＷｉＬＬ（ウィル） ○ 85 ３分クッキング ○ ○
15 ＷＥＤＧＥ（ウェッジ） ○ 86 JTB時刻表 ○ ○
16 歌の手帖 ○ 87 ＣＮＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓ ○
17 美しいキモノ ○ 88 自家用車 ○
18 エアライン ○ 89 週刊エコノミスト ○
19 栄養と料理 ○ 90 週刊新潮 ○
20 ESSE（エッセ） ○ 91 週刊ダイヤモンド ○
21 ＬＤＫ（エルディーケイ） 〇 92 週刊東洋経済 ○
22 ＮＨＫ大相撲ジャーナル ○ 93 週刊読書人 ○
23 ＮＨＫ趣味どきっ（月曜) ○ 94 週刊ファミ通 ○
24 園芸ガイド ○ 95 週刊文春 ○ ○
25 OCEANS（オーシャンズ） ○ 96 週刊ベースボール ○
26 オートキャンパー ○ 97 ジュニアエラ ○
27 男の隠れ家 ○ 98 趣味の園芸 ○ ○ ○
28 大人のおしゃれ手帖 ○ 99 趣味の園芸やさいの時間 ○
29 オートバイ ○ 100 将棋講座 ○
30 オール読物 ○ 101 将棋世界 ○
31 オレンジページ ○ 102 小説現代 ○
32 音楽の友 ○ 103 小説新潮 ○
33 カーアンドドライバー ○ 104 小説すばる ○
34 Ｃａｓａ（カーサ） ○ 105 小説宝石 ○
35 会社四季報 ○ ○ 106 新潮 ○
36 会社四季報　未上場 ○ 107 ＳＷＩＴＣＨ（スイッチ） ○
37 岳人 ○ 108 スキーグラフィック ○
38 歌壇 ○ 109 スクリーン ○
39 学校図書館 ○ 110 素敵なあの人 ○
40 ＣＵＴ（カット） ○ 111 すてきにハンドメイド ○ ○ ○
41 家電批評 ○ 112 ステレオ ○
42 家庭画報 ○ ○ 113 STORY（ストーリー） ○
43 カラオケファン ○ 114 相撲 ○
44 からだにいいこと ○ 115 声優グランプリ ○
45 関西ウォーカー ○ 116 正論 ○
46 関西・中国・四国じゃらん ○ 117 世界 ○
47 ギターマガジン ○ 118 ソトコト ○
48 キネマ旬報 ○ 119 蕎麦春秋 〇
49 ＣＡＰＡ(キャパ) ○ 120 ＤＩＭＥ（ダイム） ○
50 きょうの健康 ○ ○ 〇 121 宝塚イズム 〇
51 きょうの料理 ○ ○ 〇 122 ダイヤモンドZAI ○
52 きょうの料理ビギナーズ ○ 123 ターザン ○
53 キルトジャパン ○ 124 卓球王国 ○
54 近代盆栽 ○ 125 旅と鉄道 ○
55 クウネル ○ 126 旅の手帖 ○
56 暮しの手帖 ○ ○ 127 ダヴィンチ ○
57 Clasism（クラシズム） ○ 128 短歌 ○
58 CLASSY（クラッシィ） ○ 129 ＴＵＲＮＳ(ターンズ) ○
59 クララ ○ 130 ダンスビュウ ○
60 CREA ○ 131 ｄａｎｃｙｕ（ダンチュウ） ○
61 ＧＬＯＷ（グロウ） ○ 132 ちいさいなかま ○
62 クロワッサン ○ ○ 133 地図中心 ○
63 芸術新潮 ○ 134 地方自治 ○
64 毛糸だま ○ 135 中央公論 ○
65 健康 ○ 136 創（つくる） ○
66 健康３６５ ○ 137 つり人 ○
67 現代農業 ○ 138 Ｄｉｓｃｏｖｅｒ　Ｊａｐａｎ（ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ） ○
68 現代の図書館 ○ 139 デジタルカメラマガジン ○
69 皇室 ○ 140 鉄道ジャーナル ○
70 コットンタイム ○ ○ 141 鉄道ファン ○
71 こどもとしょかん ○ 142 天然生活 ○
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No. 雑　　誌　　名 中央 金剛 東 No. 雑　　誌　　名 中央 金剛 東
143 天文ガイド ○ 216 山と渓谷 ○
144 ドゥーパ 〇 217 ゆうゆう ○
145 陶遊 〇 218 ゆたかなくらし ○
146 図書 ○ 219 Yoga Journal　（ヨガジャーナル） ○
147 図書館界 ○ 220 ラジオ深夜便 ○
148 図書館雑誌 ○ 221 ランドネ ○
149 NATIONALGIOGRAPHIC　（ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ） ○ 222 ランナーズ ○
150 ナチュリラ ○ 223 ランニングマガジンクリール ○
151 七緒 ○ 224 ＬＥＥ（リー） ○
152 波 ○ 225 旅行読売 ○
153 ナンバー ○ 226 歴史街道 ○
154 ニコラ ○ 227 歴史人 ○ ○
155 日経WOMAN ○ 228 レタスクラブ ○
156 日経エンタテイメント ○ 229 レディブティック ○
157 日経サイエンス ○ 230 私の花生活 ○
158 日経トレンディ ○ 231 和楽 ○
159 日経パソコン ○ 232 ワールドフィギュアスケート ○
160 日経PC２１ ○ 233 ｗａｎ ○
161 日経ビジネス ○ 合計 142 107 6
162 日経ヘルス ○ ＊東分室はバックナンバーのみの所蔵

163 日経マネー ○
164 日本児童文学 ○
165 ＮＥＷＳ　ＷＥＥＫ（日本語版） ○
166 ＮＥＷＳがわかる 〇 ｄａｎｃｙｕ（ダンチュウ）

167 ニュータイプ ○ ミステリマガジン

168 ニュートン ○
169 ねこ ○ 陶遊 R05－6月号で休刊

170 猫びより ○ 家庭画報 R05－4月号で購入中止

171 ノジュール ○ 声優グランプリ R05－4月号で購入中止

172 ＮＯＮＮＯ (ノンノ) ○ ＭＵＳＩＣＡ（ムジカ） R05－4月号で購入中止

173 俳句 ○ ベビモ R05-夏号で購入中止

174 俳句界 ○ マート R05-春号で購入中止

175 俳句四季 ○ ワールドフィギュアスケート R05－3月号で購入中止

176 ハウジング ○ ナチュリラ

177 ＢＩＲＤＥＲ ○
178 母の友 ○
179 PASH！ ○
180 ハルメク ○ ○ 波

181 Ｐｉａｎｏ（ピアノ） ○ 図書

182 ひととき ○
183 BEPAL（ビーパル） ○
184 Ｆｉｓｈｉｎｇ　Ｃａｆｅ ○ むし R06-4月号で購入中止

185 婦人画報 ○ 歴史人 R06-4月号で購入中止

186 婦人公論 ○ ○ 大相撲ジャーナル R06-10-11月号で休刊

187 婦人之友 ○ 関西・中国・四国じゃらん

188 武道 ○ ハウジング

189 部落解放 ○ 母の友

190 ブルータス ○ 毎日が発見

191 PRESIDENT（プレジデント） ○
192 PRESIDENT Family（プレジデントファミリー） ○
193 文学界 ○
194 文藝春秋 ○ ○
195 ベビモ ○
196 Pen ○
197 法学セミナー ○
198 ホビージャパン ○
199 本の雑誌 ○
200 毎日が発見 ○
201 マート ○
202 MAMOR（マモル） ○
203 ミスターPC ○
204 ミステリマガジン ○
205 ミセスのスタイルブック ○
206 ＭeｅtsＲｅａｇｉｏｎａｌ（ミーツリージョナル） ○
207 民藝 ○
208 むし ○
209 ＭＵＳＩＣＡ（ムジカ） ○
210 メンズクラブ ○
211 MOE（モエ 絵本とおはなし） ○
212 モーターサイクリスト ○
213 ＭＯＮＯＱＬＯ（モノクロ） ○
214 mono magazine（モノマガジン） ○
215 やさい畑 ○
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R0４-秋冬号で購入中止

終了

R06-4月号より

R06-3月号より

R07-3月号で休刊

R06-4月号で廃刊

R06-8月号で休刊

R07-4月号で休刊

R6年度内動向（中央）

R6年度内動向（金剛）

終了

新規

刊行頻度変更

R7－春号より季刊化

R7－1月号より季刊化



 １．市民１人あたりの 貸 出 冊 数 573,753
　　 貸　出　冊　数  人　　 口 105,243

 ２．登　　録　　率 登 録 者 数 32,929
人　　 口 105,243

 ３．登録者１人あたりの 貸 出 冊 数 573,753
　　 　　 貸 出 冊 数 登 録 者 数 32,929

 ４．蔵 書 回 転 率 貸 出 冊 数 573,753
蔵 書 冊 数 304,524

 ５．市民１人あたりの 蔵 書 冊 数 304,524
　　 　 蔵 書 冊 数 人　　 口 105,243

 ６．市民１人あたりの 図書購入費 18,870,978
   　  図 書 購 入 費 人　　 口 105,243

 ７．購入図書平均単価 図書購入費 18,870,978
購 入 冊 数 10,323

 ８．市民１人あたりの 資料購入費 22,028,000
    　 資 料 購 入 費 人　　 口 105,243

 ９．市民１人あたりの 図 書 館 費 245,033,000
　　　 図　書　館　費 人　　 口 105,243

 10．職員１人あたりの 人　　 口 105,243
    　 奉　仕　人　口 職 員 数 11

 11．職員１人あたりの 貸 出 冊 数 573,753
   　  貸　出　冊　数 職 員 数 11

 12．市民１人あたりの 貸出冊数×図書平均単価 573,753×1,828
    サービス効果＊ -図書館費 -245,033,000

人　　 口 105,243

         ※R6年度　管理運営費に「金剛図書館整備事業」の75,401千円を含む

人口105,243人（令和7年3月末現在）

209円

5.4冊

31.3%

17.4冊

1.9回

52,159冊

2.9冊

179円

1,828円

　　　　※ 図書館の貸出サービスを、図書館がなくて、市民一人ひとりその図書を購入したものと仮定して、金額に換算したもの

7,637円

2,328円

9,568人

９．実績比率

24



年度
１.市民1人あたり
の貸出冊数

2.登録者1人あたり
の貸出冊数

3.蔵書回転率
4.市民1人あたりの

図書購入費
5.市民1人あたりの

図書館費

27 6.8冊 18.0冊 2.5回 172円 1,433円

28 6.7冊 17.0冊 2.5回 176円 1,418円

29 6.6冊 16.0冊 2.4回 178円 1,399円

30 6.5冊 16.0冊 2.4回 179円 1,527円

31
(R1)

6.0冊 15.5冊 2.2回 178円 1,514円

R2 5.1冊 13.3冊 1.8回 178円 1,404円

R3 5.4冊 14.8冊 1.9回 178円 1,453円

R4 5.7冊 16.3冊 2.0回 178円 2,335円

R5 5.7冊 16.6冊 2.0回 179円 1,577円

R6 5.4冊 17.4冊 1.9回 179円 2,328円

※R4年度　管理運営費に「金剛図書館整備事業」の100,900千円を含む

※R5年度　管理運営費に「中央図書館整備事業」の8,700千円を含む

※R6年度　管理運営費に「金剛図書館整備事業」の75,401千円を含む

実績比率の推移
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（1）障がい者サ－ビス 

　視覚障がい者サ－ビス 

　① 利用状況

貸出延人数 貸出巻数 貸出延人数 貸出冊数 貸出延人数 貸出枚数 貸出延人数 貸出冊数

R2 1 9 0 0 195 195 0 0

R3 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 0 0 0 0 1 3 0 0

R5 0 0 0 0 1 1 0 0

R6 0 0 0 0 1 30 0 0

　② 資料（令和７年３月末現在）

       資料
年度

R6

　○ＬＬブック

　○富田林市立図書館利用案内　『ようこそ図書館へ』

　○ピクトグラム案内

　③ 対面朗読 延べ回数　4回 利 用 　4人

（2）高齢者サ－ビス 
　図書館では、本の文字が読みづらいと感じている方へのサービスを実施している。

　ＬＬブック版図書館利用案内『ようこそ図書館へ』は、知的障が
いを有する人達に、図書館の利用の方法を伝え利用してもらう
ことで、様々な情報に触れ、豊かな暮らしを送る助けとなること
を目指し、図書館のＬＬブックコーナーに設置している。

　富田林市朗読ボランティアグル－プくさぶえには、２５名のメンバ－が登録されており、日頃
対面朗読や録音図書の作成のボランティア活動を行っている。また、月１回の例会を開催している。

年　  度
カセットテ－プ 点　字　図　書 デイジー図書 郵送貸出

　ＬＬブックとは、「ＬＬブック」の「ＬＬ」とは、スウェーデン語のLåttlåstの略語で、「やさしく読める」とい
う意味であり、ＬＬブックは知的障がいや自閉症、学習障がいなど通常の活字図書の利用が困難な
人にも理解できるように、図や写真を多用するなどの工夫をして書かれた本のことである。

点字図書

2,464冊34タイトル　34枚

・・・拡大読書器・・・

カセットテ－プ デイジー図書 大活字本 Ｌ  Ｌ  ブ ッ ク

　（金剛図書館内利用）
図書や新聞の文字を拡
大できる。

326タイトル　2,114巻

　ピクトグラムとは、視覚的に意味を伝えるシンプルな絵記号のことである。文字による利用が困難
な方にも本を手に取ってもらえるように、書架に分類に合わせたピクトグラムを表示した。
（令和２年度より）

・・・大活字本・・・
　読みやすいフォントと大きな
文字で書かれてる。

15冊　7タイトル

　歌遊び・古典・笑い話など
がある。

・・・シニア向けの紙芝居・・・

朗読を聞いて文学を楽しむ「大人のための朗読会」も開催している。

115冊

１０．本が読みづらい方へのサービス
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（1）令和6年度　児童統計

①おはなし会・よみきかせ

開催回数 延参加者数 開催回数 延参加者数 開催回数 延参加者数

19 82 20 154 6 13

26 116 26 153 - -

17 66 30 171 - -

62 264 76 478 6 13

　市内各小学校へ出向き以下の内容でオリエンテーションを行う。

★図書館の説明 ★本の紹介（ブックトーク）

図書館の役割や使い方を説明し、 ★大型絵本　　

読書の楽しさ大切さを伝える。

≪中央図書館≫ ≪金剛図書館≫

人数 訪問日 人数 訪問日

40人 5月24日 22人 5月15日

9人 5月29日 69人 5月17日

52人 6月5日 65人 5月22日

34人 6月6日 56人 5月24日

55人 6月7日 36人 6月6日

65人 7月2日 65人 6月11日

62人 6月11日

56人 6月25日

33人 6月25日

57人 6月27日

★ブックトークテーマ：きるの本 ★ブックトークテーマ：きるの本

『かみであそぼう　きる・おる』（福音館書店） 『かみであそぼう　きる・おる』（福音館書店）

『だんめん図鑑』（小学館） 『だんめん図鑑』（小学館）

『チム・ラビットのぼうけん』（童心社） 『チム・ラビットのぼうけん』（童心社）

『バルバルさん』（福音館書店） 『バルバルさん』（福音館書店）

★大型絵本 ★大型絵本

『なにをたべてきたの？』（偕成社） 　　『てぶくろ』（福音館）

『ぞうくんのさんぽ』（福音館）

喜志西小学校

向陽台小学校

中 央  図 書 館 金　剛　図 書 館 東 　　分　 　室

②新１年生オリエンテーション　　

実施場所

合    計

あかちゃんのおはなし会

よみきかせ

*図書館システム入替のため、令和７年１月１４日～２月３日のおはなし会・よみきかせは中止。

おはなし会

回数／人数

学校名 学校名

大伴小学校

錦郡小学校

新堂小学校

東条小学校

彼方小学校

喜志小学校

富田林小学校

伏山台小学校

小金台小学校

藤沢台小学校

久野喜台小学校

高辺台小学校

寺池台小学校

川西小学校

１１．児童サービス
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　≪中央図書館≫ 　　　小学校３年生が見学に来たときに次のことを行った。

学校名 人数 来館日 学年 　　★図書館の施設や利用の仕方、図書館の説明。

川西小学校 41 5月21日 3年生 　　★質問に答える。

富田林小学校 40 6月19日 3年生

彼方小学校 41 6月20日 3年生 　　★絵本のよみきかせ

合計 122人 『バルバルさん』 (川西小）

　≪金剛図書館≫

学校名 人数 来館日 学年 　　　小学校３年生が見学に来たときに次のことを行った。

久野喜台小学校 59 5月10日 3年生 　　★図書館の施設や利用の仕方、図書館の

藤沢台小学校 63 5月29日 3年生 　　　仕事の説明（図書館作成パワーポイント使用）。

寺池台小学校 72 5月30日 3年生

向陽台小学校 70 6月7日 3年生 　　★絵本のよみきかせ

小金台小学校 70 6月25日 3年生

合計 334人 『しょうぼうじどうしゃじぷた』

『くまくまパン』 (向陽台小・小金台小・寺池台小）

④図書館職業体験
≪中央図書館≫

学校より申込なし。

≪金剛図書館≫

学校名 人数 学年

金剛中学校 2 2年生

第三中学校 1 2年生

合計 3人

⑤ 町探検図書館見学

≪中央図書館≫ ≪金剛図書館≫

富田林小学校２年生が見学の予定だったがキャンセル。 学校名 人数 来館日 学年

小金台小学校 7人 9月25日 3年生

合計 7人

⑥ 図書館出前講座

　実施対象：５組以上の親子、または大人５名以上のグループ。１講座は、１時間程度。

講座名 実施回数 実施参加人数

7回

⑦ 幼稚園・保育園の図書館来館数

≪中央図書館≫ ≪金剛図書館≫

来館回数 来館回数

4回 15回

⑧ ブックスタートの配布冊数

112人（大人63人　・　子ども49人）

来館人数

配布冊数（当日／後日配布冊数）

326人

　図書館から地域に出向いて、子育て中の保護者の方、子どもと身近な大人の方に、絵本や読み聞かせの大切さ楽し
さを知ってもらい、乳幼児と絵本の出会いを誘い深めてもらうことを目的する。絵本の紹介をしながら、絵本の役割、読
み聞かせの大切さについて、お話しする出前講座。

425冊（418冊／7冊）

配布絵本（3種類から1冊を選択）

『いないいないばあ』『いちじくにんじん』『ねこがいっぱい』

③図書館見学

子どもと絵本を読むということ

来館人数

70人

(藤沢台小）

　　　『オニのサラリーマン』 (久野喜台小）

来館日

11/14，11/15

11/12，11/13
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（２）ブックスタート

年度

5 ５３４冊

6 ４２５冊

（３）あかちゃんのおはなし会

金剛図書館

ひよこ組： ６か月から１歳未満のあかちゃんと保護者　

１回目午前１０時１０分～　２回目午前１１時１０分～

う さ ぎ組： 概ね１歳児と保護者　午前１０時１０分～

くま組： 概ね２歳児と保護者　午前１１時１０分～

保健師による子育てについてのおはなし　開催回数　２回　延参加人数　7人

中央図書館

毎月第３金曜　 ひよこ組： ６か月から１歳未満のあかちゃんと保護者 午前１０時１０分～

毎月第３金曜　 う さ ぎ組： 概ね１歳児と保護者 午前１１時１０分～　

保健師による子育てについてのおはなし　開催回数　１回　参加人数　４人

（４）ブック便
　平成１９年度より開始。市内公立全小中学校（小学校１６校・中学校８校）の希望される学校図書館に対し

て月１回巡回し、貸出希望のあった本を届け、返却の本を回収する。

　　　学校司書連絡会議　 令和６年　５月８日　・　９月２５日

　　　学校司書研修会　 令和６年　５月２２日（会場：寺池台小学校）

　　　　　　 ７月１０日（会場：金剛図書館）

　　　  　　１０月９日（会場：金剛図書館）

令和７年  ２月１２日（会場：高辺台小学校）

　希望される本の内容は多様で、授業で使用される調べ学習用の本をはじめ、朝の読書時間用の読み物・
絵本・実用書などを貸出した。

毎月第３木曜　

（５１５冊/１９冊） 『いないいないばあ』『にんじん』『ねこがいっぱい』

毎月第３木曜　

毎月第２木曜　

『いないいないばあ』『にんじん』『ねこがいっぱい』

令和７年　１月２９日　・　２月１９日（会場：富田林小学校）

令和６年度　ブック便での学校図書館への貸出実績　：　１４校　・　４，２１３冊貸出

　ブックスタートのフォローアップとして、平成１９年度から開始。あかちゃんと絵本の出会いを、さらに深めて
もらうことを目的とし、６か月から２歳のあかちゃんと保護者の方を対象としている。わらべうたや手あそび、
絵本のよみきかせを親子で一緒に楽しんでもらい、ゆったりとした親子のふれあいのひとときを過ごしてもら
う。「乳幼児サービス連絡会」のボランティアの方と共に取り組んでいる。
　◎金剛図書館が平成２２年度、中央図書館が平成２７年度から、定期的に開催。
　　 金剛図書館は９月、中央図書館は１０月に、保健師による親子関係の大切さについてのお話がある。
　◎１歳児と保護者対象のおはなし会は、平成２４年１０月から金剛図書館、平成２７年度から中央図書館で
実施。
　◎２歳児と保護者対象のおはなし会は、平成３０年度から金剛図書館で実施。

　学校司書との交流を深め、情報交換を図るため、教育指導室が開催する「学校司書連絡会議」と「学校司
書研修会」に図書館職員が参加。学校図書館の現状を把握し、連携を図っている。

　子育て支援事業として、４か月児健診時（月１～２回、年間１８回）に乳児に絵本を配布し、保護者に絵本を
通しての乳幼児とのふれあいの必要性を説明する。また、図書館の利用案内や貸出券の申込書を配布し
て、これらの啓発活動を通じて絵本に親しみ、読書習慣を身に付けてもらい、継続的な図書館利用につなが
るよう努めている。

配布絵本（３種類から１冊選択）配布冊数　（当日/後日配布冊数）

各回、定員親子１５組程度で実施。開催回数１７回　延参加親子数　３２組６６人

各回、定員親子１５組程度で実施。開催回数３０回　延参加親子数７５組１７１人

（４１８冊/７冊）
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中央 金剛 中央 金剛

718 431 2 5

616 533 1 0

739 662 2 1

※２冊目以降の配布冊数は紛失・転入を含む。

（6）学童クラブ配本便

　学童クラブへの貸出は、来館されての貸出とこども未来室を通じて、ご希望の本や紙芝居を

貸出していたが、学童クラブからの希望により、平成２９年２月より配本便を開始した。

年度初めには、学童クラブ指導員会議に出向き、貸出等のサービスの説明や学童クラブの

要望等を伺う。

　　　　　配本冊数：令和６年度　１２，６６７冊　（令和５年度　１３，０４２冊）

（7）幼稚園・保育園つつじ号

　令和元年５月から第２次富田林市子ども読書推進計画に基づき、市立幼稚園に自動車文庫

で赴き、子どもたちとたくさんの本をつないでいる。令和５年４月からは第３次富田林市子ども

読書推進計画に基づき、市立保育園にも巡回することが決まり、より多くの子どもたちに本を

届けることができるようになった。

（8）ボランティア団体

　①富田林子ども文庫連絡会
　子どもたちによい本に出会ってほしい、よい読書環境を作りたいとの願いから、保護者の方

たちが、自宅や地域の集会室などに、自前の本や図書館からの団体貸出しの本をそろえて、

貸出しをしている。絵本のよみきかせや、おはなし等をして、子どもの心を育てることにも、力を

注いでいる。また、横のつながりを作るために、月１回文庫間の情報交換の場を設けている。

　②富田林おはなしの会

（5）読書通帳

中学校

平成２８年度より市内全１６小学校、市内全８中学校全児童・生徒に対して読書通帳を配布し、

２冊目以降の配布冊数

797

小学校

1,149
754 790

7

５０冊記入達成者にとっぴーシールと２冊目を渡す。開始翌年度から新１年生のみに配布。

1,903

中学校

新１年生配布冊数 合計配布冊数

小学校
小学校中学校

R4

790R5

R6 751

1,149 1

1,401 3
754

1,905

　幼稚園（75回）、その他（2回）へおはなしを届けている。会員数、25名。

ふらっとスペース金剛ほっとひろば（ふらっと）

2,177

756

776

789

富田林市立図書館、他

文　庫　名

ありんこ文庫

ｵﾚﾝｼﾞ学級なかよし文庫 フリースペース結

富田林おはなしの会

代表者

藤井　郁子

山下　陽子

廣崎　祥子

ふたば文庫

ふらっと文庫

令和６年度訪園数：幼稚園８園５１４冊、保育園１８園１，４１５冊

開設場所

リベラス２１　９棟プレイルーム

金剛伏山台第２自治会館内

ふらっとスペース金剛シェアルーム

中尾　安代

下野　恵子

　昭和５８年発足以来、図書館を活動の拠点とし、月１回の例会で子どもの本やおはなしについて

　勉強会を行っている。令和６年度は、図書館での「おはなし会」（39回）、小・中学校（202回）、
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　③乳幼児サービスボランティア連絡会

  また、ブックスタートのフォローアップとして、平成１９年度から図書館で実施している「あかちゃん

　①「とっぴーと読もう！読書感想文コンクール」（市・教育委員会主催）　

　　　展示、貸出で協力し、受賞者に児童書の新刊カバーで作ったファイルやしおり、
　　　ブックリストを贈呈。

　②「認知症の本を読もう！MEET★富田林コンクール」（高齢介護課主催）

　　　認知症の関連本の収集、展示、貸出で協力している。

（10）子ども読書活動推進計画　(令和5年度～令和9年度）

　①子ども読書活動推進会議

数値目標

小学
中学

児童館

学童クラブ

保健センター
図書館等

　　　　　　●印の内容については、第３次計画で見直しや追加をした。

　②子ども読書活動推進連絡会
　子どもの読書にかかわる人材育成、研修を通して、市内に点在する子どもや子育てに携わるＮＰＯ法人や
市民団体など関係機関の子どもの読書活動を推進するための機会を広げ、各団体との交流の場を持つこと
で、お互いが生かせる情報を交換し、連携の強化、協力体制を整え、地域の子ども読書活動の推進を図る。

   　   令和７年１月２８日（火）

　　研修講演会「赤ちゃんと家族のための防災講座」
　講師：上沢　聡子　氏（防災士）

105冊57.6冊小学校の学校図書館の一人当たりの貸出冊数
学校

図書館

●ボランティア養成講座参加者増 27人

14,581冊

（9）連携

　のおはなし会」も協働で取り組んでいる。会員数、１４名。

 　図書館の乳幼児サービスボランティア養成講座の受講生がメンバー。 平成１９年度より「乳幼児

　サービスボランティア連絡会」のボランティアの方に、ブックスタート事業での読み聞かせを協働し

　ていただいている。（令和６年度は、２回）

35人

　令和６年度　令和６年１１月１４日(木）　きらめき創造館（Ｔｏｐｉｃ）３Ｆ　スタディルームにて

1,300人

令和9年度目標

学校図書館図書標準達成校

●中学校の学校図書館の一人当たりの貸出冊数

10,000冊

内容 令和5年度

7校/8校

6.7冊

団体貸出冊数増（学童クラブ配本便含む）

6,695冊

16校/16校

648人おはなし会・よみきかせ参加者増

3,500人

児童館活動での読書活動の参加人数

3,000冊
保護者への読書に関する情報提供増

35冊

15回
3,197人

60回

6,400人

67回
2,429冊

13,500冊

読書に関する研修・講演会・出前講座など

学校図書館団体貸出冊数増（ブック便含む）

図書館訪問回数

20回

4,210人

　関係各課の情報や事業調整、数値目標の確認を行い、「富田林市子ども読書活動推進計画」の
効果的な推進を図る。会議の開催については、第３次富田林市子ども読書推進計画の２年目とな
ることから、関係各課の数値目標達成に向けた今後の取組みについての会議とした。
　関係課（健康づくり推進課、子ども未来室、児童館、教育総務課、教育指導室、生涯学習課、中
央図書館、金剛図書館）

保育園
幼稚園 団体貸出数増

14校/16校
8校/8校
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参加人数

大型絵本・おはなし・パネルシアター・紙芝居を実施。　 各回定員１５人

(保護者を除く)

春休みとしょかんおたのしみ会 ≪中央図書館≫　３月２６日（水）（中央公民館別館和室） 中央図書館

１回目　午後２時～２時３０分 １回目合計：５人

２回目　午後２時４５分～３時１５分 ２回目合計：６人

出演

富田林子ども文庫連絡会 ≪金剛図書館≫　３月２７日（木）（金剛図書館おはなしの部屋） 金剛図書館

１回目　午後２時～２時３０分 １回目合計：１３人

２回目　午後２時４５分～３時１５分 ２回目合計：５人

講演会 文学講座 『「源氏物語」の世界』

　 ２６人

 講師　井上　新子氏 ≪中央図書館≫　定員３０人
大阪大谷大学　文学部 ９月１４日（土）午後２時～３時３０分

     日本語日本文学科准教授

　　　　『届けましょう！あなたの声を、心を』

　　　≪金剛図書館≫

　　　第１回　　７月２４日（水） 全５回　午前１０時～正午

　　　第２回　　７月３１日（水）　 定員　１２人

　講師　前田　綾子氏 　　　第３回　　９月２５日（水）　　 （５回合計）

　（元ＡＢＣ放送劇団・ 　　　第４回　１０月２９日（火）　　 ２９人

　　朗読グループＲＳＴ所属） 　　　第５回　１１月１９日（火）　

子ども読書活動推進講演会 『乳幼児のいるファミリーと子育て支援者のための防災講座』

１８人

講師 ≪金剛図書館≫　定員３０人
１月２８日（火）午前１０時３０分～１２時

『子どもの心を育てる絵本とおはなし講座』（全３回）

≪金剛図書館≫　各回定員２０人／全回午後２時３０分～４時
講師　

谷原　舞氏 第１回　令和６年１２月６日（金）　絵本の読み聞かせボランティアの魅力と大変さ 第１回１８人

    大阪信愛学院大学 第２回　令和６年１２月１３日（金）　おはなし会を通した子育てサポート 第２回１５人

  教育学部 教育学科　講師 第３回　令和６年１２月２０日（金）　乳幼児対象のおはなし会プログラムを立ててみよう 第３回１７人

　朗読会
　　『おとなのための朗読会～音で楽しむ読書～』 金剛図書館

　朗読 各回定員１５名／全回午後１時３０分～２時３０分　 １３人

　朗読ボランティアグループ ≪金剛図書館≫　１０月３０日（水）　　≪中央図書館≫　１１月２１日（木）　 中央図書館

　　　　　くさぶえ １３人

事　　業　　名

 音声訳ボランティア養成講習会

（全５回） 　　

上沢　聡子氏  （防災士）

絵本とおはなしの講座
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参加人数事　　業　　名 事 　 業　  内  　容 

　子ども読書活動人材育成講座 　『赤ちゃんの笑顔が見たくって！　　　　　　　　　

～わらべうたと絵本でつなぐボランティア～』

≪中央図書館≫　全３回／全回午前１０時３０分～１２時／各回定員２０人　
講師　

岩出　景子氏 　　　第１回　９月１８日（水）　　 親子で楽しむわらべうたと絵本 第１回１３人
　  野の花文庫 　　　第２回　９月２６日（木）　　 仲間と楽しむわらべうたと絵本 第２回１３人

　　　第３回　１０月２日（水）　　 大人も楽しむ絵本とおはなし会で使える小物作り 第３回１０人

　≪中央図書館≫　≪金剛図書館≫ 中央図書館

４５袋
　　「幼児・低学年・中学年・高学年・中学生向け」 金剛図書館

　　 職員がテーマで集めたおすすめの図書３冊を袋に入れたおたのしみ袋を ５５袋

　　 冬休みに向けて１２月２0日（金）より両館で貸出開始。無くなり次第終了。

　担当

　図書館職員 　　「高校生以上一般向け」 中央図書館

　　 職員がテーマで集めたおすすめの図書２冊を袋に入れたおたのしみ袋を ５０袋

　　 秋の読書週間に合わせ１０月２７日（日）より両館で貸出開始。 金剛図書館
　　 無くなり次第終了。 ５０袋

  音読教室 　　『いきいき音読教室』

中央図書館

　担当 ≪中央図書館≫　定員１５人 １４人

　図書館職員 １１月２９日（金）午後２時～３時

　子どもの図書館体験講座 　≪中央図書館≫　≪金剛図書館≫

　担当 　　『やってみよう！図書館の仕事　夏休み』 中央図書館

　図書館職員 　　８月７日（水）　午前９時３０分～１２時３０分（両館とも） 夏：　６人

　　　　対象　　小学校５・６年生 定員　　各館　　６人 春：　３人

　　『やってみよう！図書館の仕事　春休み』 金剛図書館

　　３月２５日（火）　午前９時３０分～１２時３０分（両館とも） 夏：　６人

　　　　対象　　小学校４・５・６年生 定員　　各館　　６人 春：　６人

テーマ：うごかしてあそぼう
夏休みとしょかん　 「ブロックパズル」　「パック皿スライダー」　
リサイクル工作 中央図書館

≪中央図書館≫　定員２０人（保護者を除く） ９人

担当 ７月２６日（金） 午後２時～３時３０分

富田林子ども文庫連絡会 金剛図書館

工作ボランティアスタッフ ≪金剛図書館≫　定員２０人（保護者を除く） １４人

図書館職員 ７月２３日（火）午後２時～３時３０分 (全合計２３人)

図書館行事のボランティアを ボランティア研修会

してみませんか？
≪金剛図書館≫　定員１５人 ４人

講師 ７月１８日（木）午後１時３０分～３時

富田林子ども文庫連絡会
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参加人数事　　業　　名 事 　 業　  内  　容 

　　　≪中央図書館≫　（１０月に保健師によるお話）

　あかちゃんのおはなし会 　第３金曜日：　ひよこ組 午前１０時１０分～４０分

うさぎ組 午前１１時１０分～４０分 中央図書館
　担当 （１７回合計）
　乳幼児サービス連絡会ボランティア 　　　≪金剛図書館≫　（９月に保健師によるお話） ３２組
　図書館職員 　第２木曜日：ひよこ組 １回目：午前１０時１０分～４０分

２回目：午前１１時１０分～４０分 金剛図書館

　第３木曜日：うさぎ組 午前１０時１０分～４０分 （３０回合計）
　第３木曜日：くま組 午前１１時１０分～４０分 ７５組

　　　　定員　　各回親子１５組程度　　

※ ひよこ組：６か月以上１歳未満のあかちゃんと保護者

うさぎ組：概ね１歳児と保護者

くま組：概ね２歳児と保護者

　おはなし会 　≪中央図書館≫  第２・４日曜日　 午前１０時３０分から　 計１８回 中央図書館

８２人

　担当 　≪金剛図書館≫  第１・３土曜日   午後２時から　　計２０回      金剛図書館

　富田林おはなしの会 １５４人

　図書館職員 　≪東分室 ≫        第２日曜日　　　午後３時から　　計6回 東分室

１３人

　じゅうたんコーナーの 　≪中央図書館≫　第１・３・５日曜日  午前１０時３０分から 計２６回　 中央図書館

　　　　　　　　　　よみきかせ １１６人

　担当 　≪金剛図書館≫　第２・４・５土曜日  午後２時から　 計２６回　　 金剛図書館

　図書館職員 １５３人

　　 市立図書館の除籍資料を「リサイクル図書」として再利用し、 《１４日》
　リサイクル図書 　　 市内の団体（学校図書館・幼稚園・保育園・学童クラブ・その他）へ ２１団体

　　 直接必要なものを選んでもらい、譲渡している。 ８１１冊

　担当 《１５日》

　図書館職員  　　≪中央図書館≫ ３団体

　１１月１４日（木）・１５日（金）　 ６０冊

《２日間の合計》
　準備冊数　１，７６３冊　 ２４団体
　リサイクル図書として活用された割合　４９．４％ ８７１冊
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　展示コーナー

　　　≪中央図書館≫　一般書 　≪金剛図書館≫　一般書

　　４月 お国じまん ４月 はじめてみよう！

　　５月 庭のある暮らし 　　５月 じてんしゃ！

６月 見て楽しむ本 ６月 各地の料理で世界旅行

　 男女共同参画週間関係本展示 （併設展示：男女共同参画週間）

７月 ぞくっと怖い ７月 気分も身体も涼しく！

　８月 戦争と平和展（8/1～8/15） ８月 Paris〜花の都パリとフランスを深堀り〜

　　９月 気づいて心のSos

　　９月 自殺防止週間（9/1～9/14）関係本展示   （9月10日から16日は自殺予防週間です）

アルツハイマー月間（9/16～）関連本展示 手話を学んでみませんか

手話言語の国際デー（9/17～9/24）関係本展示   （9月23日は手話言語の国際デーです）

　1０月 木と人と。 １０月 読書と食欲、いいとこどりの秋

がん検診啓発展示（10/1～10/31） （併設展示：がん検診啓発月間展示）

１１月（介護月間） 認知症の家族を支える １１月 11月は介護月間

公民館まつり(11/9・10)と連携した本の展示 公民館まつり(11/9・10)と連携した本の展示

１２月 干支！龍から巳へ １２月 いつもとちょっと、違う冬。

１月 （臨時休館のためなし） １月 （臨時休館のためなし）

２月 富士山 ２月 それぞれの時代を生きた人々の生き様

３月 心の声に耳をかたむけて（自殺対策強化月間） ３月 昭和（併設展示：自殺対策強化月間展示）

    　 ≪中央図書館≫　≪金剛図書館≫　　ＹＡ通信

　　　　　５月 お茶 １１月 　 大正ロマン

　　　　　７月　 宝石・鉱物 　１月 　 おやつ

　　　　　９月　 スポーツ 　3月 　 鳥 

    　 ≪中央図書館≫　≪金剛図書館≫　　児童書

　　　　　４月　　　のりもの 「えほんいろいろ」より

　　　　　５月　　　よる 「えほんいろいろ」より

　　　　　６月　　　すいか 「えほんいろいろ」より

　　　　　７月　　　「なつのおてがみ」　低学年版・中学年版・高学年版・中学生版より

　　　　　９月　　　ほし 「えほんいろいろ」より

　 　　　　１０月　　　おつきさま 「えほんいろいろ」より

　　　　１１月　　　かくれんぼ 「えほんいろいろ」より

　　１２・１月　　　としょかん 「ほんいろいろ」より

　　　　　２月　　　ゆき 「えほんいろいろ」より

　      　 ３月　　　もうすぐ春 「えほんいろいろ」より

レトロ・モダン

１３．展 示
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(1)　職 員 研 修 等

中央図書館

内　　　　　　　　　　　　容 参　 加 　日 場　　　　所

電流協電子図書館セミナー（第1回） 5/19 インターネット配信

第1回協力貸出業務担当者連絡会 5/22
大阪府立中央図書館
インターネット配信

講演と新刊紹介　2022年に出版された子どもの本 6/19・6/20 大阪府立中央図書館

講演と新刊紹介　2022年に出版された子どもの本 6/1～6/30（配信期間） インターネット配信

OLA児童サービス基本研修 6/5 大阪府立中央図書館

児童文化講座　第1回 6/11 大阪府立中央図書館

市町村子ども読書活動推進担当者連絡会第1回 8/1 大阪府庁

児童文化講座　第3回 9/10 大阪市立中央図書館

市町村子ども読書活動推進担当者連絡会第2回 12/5 大阪府立中央図書館

OLA児童サービス実務研修 1/16・3/6 大阪府立中央図書館

金剛図書館

内　　　　　　　　　　　　容 参　 加 　日 場　　　　所

第1回協力貸出業務担当者連絡会 5/22
大阪府立中央図書館
インターネット配信

講演と新刊紹介　2022年に出版された子どもの本 6/1～6/30（配信期間） インターネット配信

大阪公共図書館協会　児童サービス基本研修 6/5 大阪府立中央図書館

大阪府図書館司書セミナー　基本編　第1回、第2回 6/26 大阪府立中央図書館

大阪府図書館司書セミナー　基本編　第3回 7/3 インターネット配信

児童文化講座　第2回 7/9 大阪府立中央図書館

公立図書館と学校との合同研修　第2回 7/26 大阪府立中央図書館

大阪府図書館司書セミナー　第1回 9/19 大阪府立中央図書館

児童文化講座　公開講座第1回 10/8 大阪市立中央図書館

第2回大阪公共図書館協会研修会 10/9 大阪市立中央図書館

OLA参考業務実務研修 10/25 大阪府立中央図書館

図書館向けSARLIB説明会 12/2 インターネット配信

図書館等職員著作権実務講習会 12/2～2/28 インターネット配信

児童文化講座　第5回 12/10 大阪府立中央図書館

児童文化講座　第6回 1/21 大阪府立中央図書館

OLA障がい者サービス実務研修　第3回 1/23 大阪府立中之島図書館

大阪府図書館司書セミナー　第3回 2/14 大阪府立中央図書館

児童文化講座　公開講座第2回 2/18 大阪市立中央図書館

第2回協力貸出業務担当者連絡会 2/21
大阪府立中央図書館
インターネット配信

障がい者サービス情報交換会 2/26 大阪府立中央図書館

児童サービス担当者連絡会 3/5 大阪府立中央図書館

１４．研 修
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　　　（1） 図 書 館 協 議 会 委 員 　

◎ 委 員 長 ○ 副 委 員 長

　　　（2）令 和 ６ 年 度  図 書 館 協 議 会 
第１回

1)  令和５年度図書館活動報告について

2)　令和６年６月補正予算要求について

3)  令和６年度図書館活動計画について

第２回　

1)　令和６年度図書館活動報告について

2)  令和７年度自動車文庫「つつじ号」運行日程について

令和７年２月１９日（水）

備      　　　　　  考

人 　 権　  擁  　護 　 委　  員

中　島　芳　昭

尾　谷　成　子

藤　井　郁　子

下　野　恵　子

松　島　利　彦

岡　田　奈未子

  大　　阪　　大　　谷　　大　　学

令和６年７月２４日（水）

笠　松　淳　子

任期２年 ： 期 間  令和６年７月１日 ～ 令和８年６月３０日

  園 長 会  　図   書   館   担   当

  富  田  林  子  ど  も  文 庫 連 絡 会

  富  田  林  お  は  な  し の  会

藏　田　和　子

  大　　阪　　芸　　術　　大　　学

青 　 少  　年   　指  　導  　員

元　　 図　 　書　 　館　 　長

木　下　みゆき

氏    　　    名

  公  民  館  運  営  審  議 会 委  員

〇

  校 長 会  　図   書   館   担   当

◎ 松　井　純　子

１５．図書館協議会
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１７．条例・規則等 
 

○富田林市立図書館条例 

昭和51年4月17日 

条例第17号 

 

(設置) 

第1条 本市に図書館を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

富田林市立中央図書館 富田林市本町16番28号 

富田林市立金剛図書館 富田林市高辺台二丁目1番2号 

 

(職員) 

第2条 図書館に館長その他必要な職員を置く。 

 

(図書館協議会) 

第3条 図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。 

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識

経験のある者の中から、富田林市教育委員会（以下「委員会」という。）が委嘱又は任命する。 

3 協議会の委員の定数は10人以内とする。 

4 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

  

(委任) 

第4条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して3カ月をこえない範囲内において別に規則で定める日から施行する。 

附 則(昭和58年条例第11号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成24年条例第7号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

(経過措置) 

3 この条例の施行の際現に図書館法(昭和 25 年法律第 118 号)第 15 条の規定により本市の図書館協議会

委員に任命されている者は、第 2 条の規定による改正後の富田林市立図書館条例第 3 条第 2 項の規定

により委嘱又は任命された委員とみなす。 
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○富田林市立図書館管理運営規則 

 

昭和 51年 6月 8 日 

教委規則第 15 号 

 

(目的) 

第 1 条 この規則は、富田林市立図書館(以下「市立図書館」という。)の管理運営に関して必要な事項を定める

ものとする。 

(開館時間) 

第 2 条 市立図書館の開館時間は、午前 10 時から午後 8 時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日

（国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日をいう。以下同じ。）については、午

前 10 時から午後 6 時までとする。 

(休館日) 

第 3 条 市立図書館の休館日は、次のとおりとする。 

(1) 毎週月曜日（国民の祝日が月曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でな

い日） 

(2) 12 月 29 日から翌年の 1月 3 日まで(前号に掲げる日を除く。) 

(3) 特別整理期間(毎年 10 日以内) 

(臨時休館等) 

第 4 条 市立図書館の館長(以下「館長」という。)は、特に必要があると認めるときは、富田林市教育長(以下「教

育長」という。)の承認を得て、臨時に休館し、若しくは休館日に開館し、又は開館時間を変更することがで

きる。 

(入館の制限) 

第 5 条 次の各号のいずれかに該当する者については、館長は、入館を断わり、又は退館させることができる。 

(1) 他人に危害をおよぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者 

(2) その他館長が管理上支障があると認める者 

(個人情報の保護) 

第 6 条 市立図書館は、図書館の図書その他の資料(以下「資料」という。)の提供活動を通じて知り得た利用者

の個人情報を漏らしてはならない。 

(個人貸出) 

第 7 条 資料の個人貸出しは、次の各号のいずれかに該当する者を対象とする。ただし、館長が特に必要と認め

た場合は、この限りでない。 

(1) 市内在住者 

(2) 市内在学者又は市内在職者 

(3) 本市が締結する図書館等の相互利用に関する協定に基づき館外利用をすることができる者 

(館外個人貸出券の交付) 

第 8 条 資料の個人貸出しを受けようとする者は、館長が定める館外個人貸出券(以下「貸出券」という。)を提

出しなければならない。 

2 貸出券の交付を受けようとする者は、館長が定める館外貸出申込書を提出しなければならない。 

3 前項の申込みに当たっては、住所及び氏名を証明するに足りると館長が認める書類を提出し、確認を受けなけ

ればならない。ただし、小学生以下の者については、別に館長が定める。 

(自動車文庫) 

第 9 条 自動車文庫は、市内を巡回して資料の貸出し及びその他の奉仕を行う。 

2 前項の実施については、館長が別に定める。 

(分室) 

第 10 条 市立図書館に分室を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

富田林市立中央図書館東分室 富田林市山中田町一丁目 5 番 50 号 

2 分室の開館時間は、午後 1時から午後 5 時までとする。 

3 分室の開館日は、毎週日曜日、火曜日及び土曜日とする。ただし、開館日が第 3 条第 2 号若しくは第 3 号に規

定する日又は国民の祝日に当たるときは、休館とする。 
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(貸出数量及び期間) 

第 11 条 1 回に貸出しを受けることができる資料の数量及び期間は、次の表のとおりとする。ただし、館長が必

要と認めたときは、この限りでない。 

資料の種類 貸出数量 貸出期間 

図書(紙芝居を含む。) 20 冊 3 週間 

録音図書 20 タイトル 3 週間 

ＤＶＤ 2 点 3 週間 

ＣＤ 2 点 3 週間 

2 未返納の資料がある場合は、当該資料と今回貸出しを受ける資料を合わせて前項の貸出数量を超えることがで

きない。 

(団体貸出) 

第 12 条 市内の団体等に資料を貸出し、広く一般の利用に供する。 

(団体等) 

第 13 条 団体貸出の貸出しを受けられるものは、次のとおりとする。 

(1) 図書館、公民館、学校その他の教育機関 

(2) 地域団体、職域団体、読書団体その他館長が適当と認めた団体 

2 貸出しを受けようとする団体等の代表者は、館長が定める団体貸出利用申込書を提出し、館長の承認を受けな

ければならない。 

3 その他団体貸出についての必要な事項は、館長が別に定める。 

(貸出禁止資料) 

第 14 条 次の各号に掲げる資料は、館外で利用することができない。 

(1) 貴重資料 

(2) 特別収集資料 

(3) その他特に館長が指定した資料 

(未返納者に対する処理) 

第 15 条 資料の返納を怠ったときは、以後の貸出しを停止することがある。 

2 故意に延滞した場合は、貸出券を無効にし、又は将来貸出券を交付しないことがある。 

(資料の複写) 

第 16 条 資料の複写は、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)に定められた範囲内で、市立図書館に設置している複

写機を利用して行うことができる。 

2 前項の複写をしようとする者は、複写申込書を館長に提出するとともに必要な経費を負担しなければならない。 

3 複写できない資料は次のとおりとする。 

(1) 寄託資料で、その条件として複写を禁止しているもの 

(2) 他の図書館から借り受けた図書以外の資料及び図書で当該図書館が明示的に複写を禁止しているもの 

(3) その他特に館長が指定する資料 

4 館長は、前項第 1 号及び第 3 号に掲げる資料を他の図書館に貸出しする場合は、当該図書館に対し、複写を禁

止する旨を明示しなければならない。 

5 複写により著作権法上の問題が生じた場合は、当該複写の申し込みをした者がその責めを負うものとする。 

(資料の寄贈又は寄託) 

第 17 条 館長が適当と認めたときは、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。 

(損害の賠償) 

第 18 条 貸出中の資料を汚損又は紛失した者は、館長が指定する資料又は相当の代価を弁償しなければならない。

ただし、汚損又は紛失した理由が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると、館

長が認めたときは、この限りでない。 

(館長への届出) 

第 19 条 次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに館長に届出なければならない。 

(1) 貸出券を紛失したとき。 

(2) 貸出中の資料を紛失又は損傷したとき。 

(3) 館外貸出申込書の記載内容に変更があったとき。 

(貸出券の返納及び無効) 

第 20 条 貸出券は、有効期間が満了したときは、直ちに返還しなければならない。 

2 貸出券は、次の各号のいずれかに該当するとき無効とする。 

(1) 館外貸出申込書に虚偽の事項を記入したとき。 

(2) 貸出券を他人に貸与又は譲渡したとき。 

(3) 貸出券を変造したとき。 

(4) 第 19 条の規定に基づく届出を怠ったとき。 
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(貸出券の再発行) 

第 21 条 貸出券を紛失したときは、本人の申請によりその事情を審査し、再発行することができる。 

(細則) 

第 22 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育長が定める。 

附 則 

この規則は、昭和 51年 6月 10 日から施行する。 

附 則(昭和 52 年教委規則第 1 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和 53 年教委規則第 7 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和 54 年教委規則第 7 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和 58 年教委規則第 5 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和 59 年教委規則第 3 号) 

この規則は、昭和 59年 9月 1日から施行する。 

附 則(昭和 61 年教委規則第 1 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成元年教委規則第 6号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成元年教委規則第 8号) 

この規則は、平成元年 11月 1日から施行する。 

附 則(平成 5 年教委規則第 2号) 

この規則は、平成 5 年 4 月 1日から施行する。 

附 則(平成 11 年教委規則第 2 号) 

この規則は、平成 11年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 12 年教委規則第 4 号) 

この規則は、平成 12年 3月 1日から施行する。 

附 則(平成 12 年教委規則第 14 号) 

この規則は、平成 12年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 12 年教委規則第 17 号) 

この規則は、平成 12年 6月 1日から施行する。 

附 則(平成 13 年教委規則第 8 号) 

この規則は、平成 13年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 15 年教委規則第 3 号) 

この規則は、平成 15年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 16 年教委規則第 14 号) 

この規則は、平成 16年 7月 1日から施行する。 

附 則(平成 17 年教委規則第 4 号) 

この規則は、平成 17年 12 月 16 日から施行する。 

附 則(平成 18 年教委規則第 6 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 21 年教委規則第 3 号) 

この規則は、平成 21年 12 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 23 年教委規則第 3 号) 

この規則は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 23 年教委規則第 8 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 24 年教委規則第 9 号) 

この規則は、平成 24年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 24 年教委規則第 18 号) 

この規則は、平成 25年 1月 1日から施行する。 

附 則(平成 29 年教委規則第 3 号) 

この規則は、平成 29年 4月 1日から施行する。 
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○富田林市立図書館処務規則                               昭和 51 年 5 月 19 日 
教委規則第 13 号                                                                    

（目的） 
第1条 この規則は、富田林市立図書館（以下「図書館」という。）の組織、事務分掌及び処務について必要な事項を定

めるものとする。 
（職員） 

第2条 図書館には、館長及び司書をおく。 
2 図書館に館長代理を置くことができる。 
3 前項に定めるもののほか、必要があるときは、主幹、主査、司書補その他の職員をおくことができる。 
第 3 条 前条にかかげる職にあるものは、おのおの上司の命をうけ所管事項を掌理し、所属職員を指揮、監督する。 
（事務分掌） 

第4条 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。 
（1） 図書館の運営管理に係る企画、調査その他業務統計調査に関すること。 
（2） 図書館資料の選択、収集、整理に関すること。 
（3） 図書館資料の分類、目録及び索引の作成に関すること。 
（4） 図書館資料の閲覧業務に関すること。 
（5） 資料の館相互貸借及びその提供に関すること。 
（6） 図書館資料の受け入れ及び除籍に関すること。 
（7） 図書館協議会及び関係諸団体との連絡調整に関すること。 
（8） 公印の保管に関すること。 
（9） 公文書の収受、発送保管に関すること。 
（10） 予算及び決算に関すること。 
（11） 館の管理及び庶務に関すること。 
（12） 自動車文庫に関すること。 

（公印） 

第5条 図書館に次の公印を備え、館長がこれを保管する。 

(ア) 富田林市立中央図書館                                          

 

 

 

 

方 21mm           方 24mm         12×30mm 

(イ) 富田林市立金剛図書館 

 

 

 

 

 

方 21mm           方 24mm             12×30mm 

（準用規定） 
第6条 この規則に定めるもののほか、文書の処理、職員の服務等については、富田林市職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する条例（昭和 53 年条例第 18 号）及びこれらに関するその他の諸規定を準用する。 
（細則の規定） 

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。 
附 則 

 この規則は、富田林市立図書館条例施行の日から施行する。 
  附 則（昭和 51 年教委規則第 17 号） 
 この規則は、公布の日から施行する。 
  附 則（昭和 53 年教委規則第 4 号） 
この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（昭和 53 年教委規則第 8 号） 
この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（昭和 58 年教委規則第 2 号） 
この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（平成 13 年教委規則第 3 号） 
この規則は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則（平成 24 年教委規則第 8 号） 
この規則は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

富田林市立 

中央図書館 

長 之 印 

 

富 田 林 市 

立 中 央 図 

書 館 之 印 

富 田 林 市 

立 金 剛 図 

書館長之印 

 

富 田 林 市 

立 金 剛 図 

書 館 之 印 

富 

田 

林 

市 

立 

金
剛
図
書
館
之
印 

富 

田 

林 

市 

立 

中
央
図
書
館
之
印 
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○富田林市立図書館協議会規則 

                                                        昭和 51年 5月 19日 

                                                          教委規則第 11号 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、富田林市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるもの 

とする。 

(所掌事務) 

第 2条 協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずる。  

2 協議会は、図書館の行う図書館奉仕について館長に対して意見を述べることができる。 

第 3条 削除 

 (委員長及び副委員長) 

第 4条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

2 委員長及び副委員長の任期は 1年とする。ただし、再任を妨げない。 

3 委員長は、協議会を代表し、会議の議長となる。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代理する。 

 (会議) 

第 5条 協議会は、図書館長の要請により、委員長が招集する。 

2 協議会は、委員の定数の過半数以上出席しなければ開くことはできない。 

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

 (庶務) 

第 6条 協議会の庶務は、富田林市立中央図書館において処理する。 

 (委任) 

第 7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、委員長が協議会に諮って別に 

定める。 

  附 則 

この規則は、富田林市立図書館条例施行の日から施行する。 

  附 則(昭和 58年教委規則第 3号)  

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 12年教委規則第 11号) 

この規則は、平成 12年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 22年教委規則第 11号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 24年教委規則第 12号) 

この規則は、平成 24年 4月 1日から施行する。 
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○富田林市立図書館自動車文庫駐車場設置等に関する基準 

 

（目 的） 

１． この基準は、富田林市立図書館自動車文庫（以下「自動車文庫」という。）駐車場の設置、廃止等に関

して必要な事項を定めるものとする。 

 

（承 認） 

２． 駐車場の設置、廃止等に当っては、富田林市立図書館協議会（以下「協議会」という。）と協議のうえ、

図書館長が定める。 

 

（設 置） 

３． 駐車場は原則として次の要件に該当する場合に設置する。 

① 図書館より約 1.5㎞以上離れていること。 

② 駐車場周辺の住民及び土地所有者の協力が得られること。 

③ 利用希望者が原則として 50人以上であること。 

（なお、その中から連絡業務等のため代表者 1名、副代表者 2名を選出できること。） 

④ 隣接の駐車場より約 1㎞以上離れていること。 

（駐車場のサービスエリアは、原則として半径 500ｍの圏内とする。） 

⑤ 駐車場への進入が容易であり、文庫車の発着及び利用に安全な場所が確保されること。 

 

（廃 止） 

４． 既設の駐車場が、次の要件に該当したときは、協議会と協議のうえ、これを廃止するものとする。 

① 地域の利用状況から、その利用効果に期待ができないと判断されるとき。 

② 駐車場から半径約 1.5㎞の圏内に地区館、分館等が新設されたとき。 

③ 駐車場が使用できなくなり、それにかわる駐車場が確保できないとき。 

 

（細 則） 

この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に図書館長が協議会と協議のうえ定める。 
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○富田林市立図書館団体貸出実施要綱 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、富田林市立図書館管理運営規則第 13条第 3項の規定に基づき、団体貸出し 

について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（団体の基準） 

第２条 この要綱の適用を受ける団体は構成員 10名以上の団体とする。 

 

（貸出冊数及び期間） 

第３条  図書の貸出し冊数は、1団体 1回 200冊以内とする。 

 

   2 貸出期間は 1カ月以内とする。ただし、継続できるものとする。 

 

（登 録） 

第４条  貸出しを希望する団体は、代表者が団体貸出使用申込書を図書館に提出し、登録を受け、 

その有効期間は 3月 31日までとする。 

 

 附 則 

この要綱は、昭和 60年 7月 1日から施行する。 
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富田林市立図書館資料収集方針 

 

（趣旨） 

１．この方針は、富田林市立図書館処務規則（昭和５１年富田林市教育委員会規則第１３号）の規定による資料の収集に関

して必要な事項を定めるものとする。 

 

（基本方針） 

２．公立図書館の任務は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料を提供することである。この任務を果た

すため、富田林市立図書館は、「図書館法（昭和２５年法律１１８号）及び図書館の自由に関する宣言（昭和２９年採択）

の理念に基づき、市民の資料要求を反映させ、市民の文化、教養、調査、研究、趣味、娯楽等に資する資料を収集する。 

 

（資料収集の種類と範囲） 

３．収集する資料は、国内出版物を中心に、各分野にわたり、基本的なものから必要に応じて専門的なものまで幅広く収集

する。 

収集する資料の種類については、図書、逐次刊行物、地域資料（郷土資料・行政資料など）、視聴覚資料、障がい者サ

ービス用資料、外国語資料、その他（パンフレット他）等、時代の要求にあった多彩な形態のものを収集する。 

 

 （資料別収集方針） 

４．資料別収集方針は、次に掲げるとおりとする。 

（１）一般図書 

一般図書は、社会情勢・科学の進歩に留意し、市民の学習、教養、社会生活・家庭生活の向上及びレクリエー

ション等に資するため、基本的・入門的図書を中心に、必要に応じて専門的な図書まで幅広く収集する。 

（２）児童図書 

児童図書は、子どもが読書の喜び・楽しみを発見し、読書習慣の形成と継続に役立つ図書及び学習・調査研究

のための図書を幅広く収集する。 

 （３）ヤングアダルト図書 

ヤングアダルト図書は、おおむね１３歳から１８歳の青少年（ヤングアダルト）を対象とし、教養、趣味娯楽、

実用等関心の高い図書を収集するとともに、将来の進路や職業選択に関わる図書も併せて収集する。 

（４）参考図書 

参考図書は、市民の調査研究に役立つ辞典・事典・年鑑・白書等を幅広く収集する。 

 （５）逐次刊行物（新聞・雑誌）  

新聞は、全国紙を中心に、地元発行紙、必要に応じて専門紙等についても収集する。 

雑誌は、国内発行の各分野の基本的・代表的な雑誌を中心に、必要に応じて専門誌等も含めて収集する。 

 （６）地域資料 

地域資料は、富田林市立図書館地域資料収集基準に従い、収集する。 

 （７）視聴覚資料 

視聴覚資料は、娯楽･教養･実用に資するため、録音図書等を収集する。 

 （８）障がい者サービス用資料 

障がい者サービス用資料は、図書館サービスを受けるのに困難な障がい者（視覚障がい者、寝たきり老人、重
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度の肢体不自由者など）へのサービスのため、録音図書、大活字本、点字資料、ＤＡＩＳＹ資料等、必要に応じ

て収集する。 

 （９）外国語資料 

外国語資料にも留意して収集する。 

（10）その他 

     パンフレット・リーフレット等は、必要に応じて収集する。 

     予約本についても留意する。 

（11）寄贈資料 

寄贈資料の受入れについても、この方針を適用する。 

 

（収集についての留意点） 

５．資料収集に当たっては、「図書館の自由に関する宣言」（日本図書館協会）を基本精神とし、次の点に留意する。 

（１）多様な、対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集すること。 

（２）著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除しないこと。 

（３）図書館職員の個人的な関心や好みによって選択しないこと。 

（４）個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制したりはしない

こと。 

（５）図書館の収集した資料がどのような思想や主張をもっていようとも、それを図書館及び図書館職員が支持すると

みなさないこと。 

 

（蔵書の除籍・買替え） 

６．常に質の高い新鮮な蔵書構成を維持するため、資料保存の状況に留意しつつ、富田林市立図書館資料除籍基準に従い、

資料の除籍を行う。基本的資料及び利用度の高い資料については買い替え等により補充する。 

 

（その他） 

７．この方針に定めるもののほか、必要な事項については、図書館長が別に定める。 

 

   附 則 

この方針は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

この方針は、令和４年４月１日から施行する。 
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富田林市立図書館地域資料収集基準 

 

（目的） 

１．この基準は、地域社会の歴史、文化、行政、市民生活その他あらゆる分野に関する資料や地域で作成・

発行された資料を、市民が郷土の歴史や文化を知り後世に伝えるとともに、市政を知り、積極的に参加

する助けとするため、また、市民生活に役立つ生活情報とするため、富田林市立図書館資料収集方針に

基づき、富田林市、大阪府及び近隣市町村に関する地域資料の収集に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（定義） 

２．この基準において「地域資料」とは、地域社会の歴史、文化、行政、市民生活などあらゆる分野に関

する資料や、地域で作成・発行された資料をいう。 

 

（地域資料の区分） 

３．地域資料の区分は、次に掲げるとおりとする。 

（１）郷土資料 

① 収集対象 

ア 富田林市の歴史・文化・産業・地理に関する資料 

イ 富田林市を中心とした伝来に関する資料（昔話・伝説・ことば・ 

風俗・習慣） 

ウ 富田林市の姉妹都市（ベスレヘム市）など富田林市に関連する団 

 体や組織に関する資料 

エ 富田林市に関連する人物に関する資料 

オ 大阪府及び近隣市町村に関する資料 

② 収集方針 

ア 富田林市に関する資料は、可能な限り収集する。 

イ 大阪府及び近隣市町村に関する資料は、歴史的資料及び富田林市 

に関係ある資料を中心に収集する。 

③ 形態 

ア 図書 

イ 逐次刊行物（新聞・雑誌） 

ウ 地図 

エ 視聴覚資料 

オ その他 

ア～エまで以外の資料についても必要に応じて収集・保存する。 

（２） 行政資料 

① 収集対象 
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ア 富田林市が刊行した発行物 

イ 富田林市の外郭団体・関連団体の発行物 

ウ 大阪府及び近隣市町村の発行物 

② 収集方針 

ア 富田林市が作成・発行したものは、網羅的に収集する。 

イ 大阪府及び近隣市町村に関する資料は、基本的資料及び富田林市 

に関係のある資料を中心に収集する。 

③ 形態 

ア 図書 

イ 逐次刊行物 

ウ リーフレット 

エ その他 

（３） 市民の著作 

① 収集対象 

ア 富田林市在住者自身が作成した資料 

イ 富田林市を活動拠点とする組織や団体が作成した資料 

② 収集方針 

収集に際しては、主に作者自身による自己申告、各団体からの申告 

を中心とする。 

内容が郷土に関するものでない場合は、その内容により各分類に配 

架し、背表示に「市民の著作」であることを示す市マークを貼付し、 

書誌データに記載する。 

 

 （地域資料の保存） 

４．地域資料の保存に当たっては、次の点に留意する。 

（１）原則として、発行された現物で保存すること。 

（２）貴重資料（後世に影響を与えると思われるもの、複本がないもの、劣 

化が著しい資料など）は、必要に応じて電子化やその他の媒体に変換し 

て保存すること。 

（３）保存年、保存数に関しては、別途定めること。 

（４）資料を現物で保存する場合において、劣化の著しい資料や複本がない 

資料は、慎重に取り扱うこと。 

 

附 則 

この基準は、令和４年４月１日から施行する。 
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富田林市立図書館資料除籍基準 

 

（目的） 

１．この基準は、富田林市立図書館が所蔵する図書及び視聴覚資料（以下「資料」という。）について、こ

れを適切に管理し、頻繁な利用による汚損や破損の著しい資料、資料的価値が薄れ利用が著しく低下し

た資料などを除籍し、常に質の高い新鮮な資料構成を維持するため、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

２．この基準において「除籍」とは、図書館システム上に登録された資料の状態区分を除籍し、図書館資

料としての登録を外すことをいう。 

 

（除籍の対象） 

３．除籍の対象となる資料及びその基準は、次に掲げるとおりとする。 

（１）不用資料 

ア 汚損又は破損が著しく、修理不能であるもの 

イ 学問、技術の進歩により、記述内容が時代に合わなくなったもの 

ウ 新版や改訂版を入手した旧版で、その資料価値の下がったもの 

エ 利用の著しく低下した資料で、複本又は類書のあるもの 

オ その他図書館長（以下「館長」という。）が不用と認めたもの 

（２）亡失資料 

ア 蔵書点検で所在不明となり、３年以上調査しても不明なもの 

イ 貸出資料のうち、蔵書点検時に３年以上回収不能なもの 

ウ 利用者が汚損、破損又は紛失した資料で、やむを得ない理由で現品の弁償が不可能なもの 

エ 不可抗力による災害その他の事故によるもの 

 

（除籍対象除外） 

４．前条第１号に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、原則として除籍しない。 

（１）内容の新旧に関わらず、当該分野の基本書など歴史的・学問的価値の 

あるもの 

（２）類書がないか、又は極端に少ないもの 

（３）品切れ、絶版、その他の事情により再び入手することが困難で、資料的価値の高いもの 

（４）その他館長が特に保存の必要があると認めたもの 

 

（除籍資料の決定） 

５．除籍資料の決定は、職員の合議に基づいて行い、最終的な決定については館長が行う。 

 

（除籍資料の譲与等） 
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６．除籍を決定した資料のうち再利用できるものは、学校などの団体にリサイクル資料として必要に応じ

て譲与し、再利用できないものは古紙リサイクル又は廃棄物として処理する。 

 

（委任） 

７．この基準に定めるもののほか、必要な事項については、館長が別に定める。 

 

附 則 

この基準は、令和４年４月１日から施行する。 
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富田林市立図書館資料の弁償に関する取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、富田林市立図書館管理運営規則（昭和５１年富田林市教育委員会規則第１５号。以

下「規則」という。）第１８条の規定に基づき、富田林市立図書館が所蔵する図書、雑誌その他の図書

館資料（以下「資料」という。）の弁償に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。  

（資料の弁償） 

第２条 富田林市立図書館の利用者が故意又は過失により、資料を亡失し、又は汚損し、若しくはき損した

場合は、館長に対して速やかに報告しなければならない。 

２ 亡失・汚損・き損の場合の弁償を求める基準は、別記「弁償を要する資料亡失・汚損・き損の基準」の

とおりとする。  

３ 資料の弁償は、現品により弁償するものとする。ただし、絶版等の理由により、現品による弁償が困

難な場合は、館長が指定する代替資料で弁償するものとする。  

４ 利用者は、資料を弁償する場合は、紛失等届（別記第１号様式）を館長に提出しなければならない。 

（弁償の免除） 

第３条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、館長は、弁償を免除すること

ができる。  

（１） 火災により資料を焼失した場合 

（２） 交通事故又は自然災害により資料を亡失、汚損又はき損した場合 

（３） 盗難等の事件による被害により資料を亡失し、盗難届を既に警察に提出しており、本人の過失

によるものではないと認められる場合 

（４） 前３号に掲げる者のほか、館長が適当と認める場合 

２ 前項各号に掲げる理由により、弁償の免除を受けようとする者は、理由書に罹災証明書、盗難届その

他証明書類を添付の上、館長に提出し、承認を受けなければならない。  

（弁償に応じない者の取扱い） 

第４条 館長は、弁償すべき者が弁償するまでの間、新たな資料の予約及び貸出ができないものとするこ

とができる。 

 

附 則 

この要領は、令和３年６月２２日から施行し、「図書館管理運営規則第１８条の取り扱い」を廃止する。 

別記 弁償を要する資料亡失・汚損・き損の基準  

 

対 象：図書館資料 

対象外：図書館資料の装備部分及びケースのみに係る汚損又はき損  
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１ 印刷資料の弁償の基準  

 対象 状態 

（１） 水濡れ・飲食物等の染

み 

①水濡れ等により、ページに歪み又は波打ちが生じた場合 

②お茶、コーヒー等飲食物による染みなどの汚れが生じた場合 

③飲食物やセロハンテープ、糊等の付着によりページが接着し、又

は接着を剥がしたことによりページが欠損した場合 

④カビが発生した場合 

（２） 資料の一部の亡 

失・汚損・き損 

①破れ、切り取り、ページの欠損が生じた場合 

②タバコ等による焦げ跡が残った場合 

（３） 書き込み ①ボールペン・クレヨン・マーカーその他消すことが困難な筆記用

具による落書きやアンダーライン等の書き込みがある場合  

②鉛筆や色鉛筆その他消すことが可能な筆記用具であるが、筆圧

等が強く、消した後にも読み取りが困難又は痕跡が残る場合  

③鉛筆や色鉛筆等消すことが可能な筆記用具であるが、消すこと

によりイラストや文字等に色褪せが生じた場合 

（４） 噛み跡 ①乳幼児、ペット等が噛んだため、噛み跡や傷が生じた場合  

②乳幼児、ペット等が噛んだため、資料が破損した場合 

（５） 異物の挟み込み 毛髪その他衛生上問題のあるものが挟み込まれていた場合 

（６） 型紙・地図等資料の付

録 

（１）～（５）及び（７）に準じ、弁償が必要と判断された場合 

（７） その他 利用者の故意又は過失により、利用に供することが困難と館長が

判断する場合 

 

２ 視聴覚資料の弁償の基準 

（１） 再生機器で再生できない状態になった場合  

（２） 再生の際に機器の故障が生じる恐れがある場合  

（３） 歌詞カード、解説書等付録の汚損については、館長が判断するものとする。 

３ その他 

（１） 上記１、２の基準のうち一箇所以上該当する場合は、弁償の対象とする。ただし、 次の場合は

弁償の対象としないことができる。  

ア 長期間の所蔵による経年劣化が原因と考えられる場合  

イ 修復可能な場合  

ウ 弁償にあたらないと館長が判断する場合  

（２） 弁償の判断  

弁償に該当するか否かの判断は、複数の職員の協議によるものとする。 
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○ 富田林市立図書館身体障がい者サービス実施要領 

 

第 １ 章     総    則 

（目 的） 

第１条 この要領身体障がい者サービスを実施することにより、身体障がい者の教養と福祉の向上等に 

 資することを目的とする。 

（対 象） 

第２条 身体障がい者サービスを利用できる者は、身体に障がいがある者、その他館長が適当と認めた者で、富田林市内

に居住または通勤・通学する者とする。 

（登録手続） 

第３条 身体障がい者サービスを利用できる者（以下「利用者」という。）は図書館に登録しなければならな 

い。 

2    登録は本人または代理人が口頭または電話等によりその手続きをすることができる。 

 

第 ２ 章   録音図書等および点字図書 

（貸出期間） 

第４条 録音図書等および点字図書の貸出期間は３週間以内とする。 

ただし、館長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。 

（貸出数） 

第５条 録音図書等および点字図書は１人 20タイトルまで貸出することができる。 

（貸出方法） 

第６条 録音図書等および点字図書の貸出は来館、郵送、宅配等により実施する。 

 

第 ３ 章   対  面  朗  読 

(対象者) 

第７条 対面朗読は市内に居住する視覚障がい者、その他館長が認めた身体障がい者とする。 

（条件） 

第８条 対面朗読は次の場合に実施する。 

（１） 録音図書等として録音できないもの。 

（２） 比較的緊急性が高い資料。 

（３） その他館長が認めたもの。 

（手続） 

第９条 利用者は対面朗読の利用を希望する場合には、希望する日時をあらかじめ図書等に申し込み予 

約の確認を受けなければならない。 

2 予約は本人または代理人が口頭または電話によりその手続きをすることができる。 

（実施場所および時間） 

第１０条 対面朗読は富田林市立図書館で実施する。 

 ただし、特に館長が必要と認めたときは、市内の公共施設で実施することができる。 

2 実施時間は午前１０時～１２時、午後１時～４時とし、朗読時間は１人１日につき２時間以内とする。 

（朗読者） 

第１１条 朗読者は富田林市立図書館が主催する音声訳ボランティア養成講習会を受講した者および「富田林市朗読ボラ
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ンティアグループくさぶえ」の会員が担当する。 

（朗読者への謝礼） 

第１２条 朗読者に対する謝礼は１時間単位で算出し、予算の範囲内で支給する。 

 

第 ４ 章   郵  送  貸  出 

（方法） 

第１３条 郵送貸出については「富田林市立図書館における録音図書等および点字図書ならびに心身障がい者用ゆうメー

ル個人貸出実施要領」による。 

（貸出手続） 

第１４条 郵送により図書館の資料を利用できる者は次に掲げる市内在住の在宅者で図書館に郵送貸出利用登録をした

者とする。 

（１）身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に定める身体障がい者手帳の交付を受けてい 

る者で、視力障がい１級～６級までの者および肢体不自由１級～６級までの者 

（２）その他前号に準ずる者で郵送による以外に図書館利用が困難であると館長が認めた者 

（郵送料） 

第１５条 貸出に必要な図書資料の郵送にともなう経費は、図書館が負担する。 

２   図書館は郵便法（昭和２２年法律第１６５号）第２７条第３項ならびに内国郵便約款、ゆうパケット約款に定め

る料金表の適用をうけるものとする。 

 

第 ５ 章   そ   の   他 

（未所蔵資料の貸出） 

第１６条 未所蔵の資料の貸出については、近畿視覚障害者情報サービス研究協議会加盟館等からの相互貸借により実施

する。 

（損害の賠償） 

第１７条 貸出を受けた者が録音図書等を紛失または破損したときは、相当の代品を弁償しなければならない。 

２   図書の紛失、破損があった場合は利用者が現品または相当の代品をもって弁償しなければならない。 

（利用者の秘密を守る義務） 

第１８条 富田林市立図書館管理運営規則（昭和５１年教委規則第１５号）第６条の規定に基づき、身体障がい者サービ

スの担当者は、業務上知り得た利用者の個人的秘密を漏らしてはならない。 

（その他） 

第１９条 この要領に定めるもののほか必要な事項は館長が定める。 

附    則 

この要領は、昭和５７年１０月１日から施行する。 

附    則 

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

附    則 

この要領は、令和元年６月１日から施行する。 
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○富田林市立図書館における録音図書等および点字図書ならびに心身障がい者用ゆうメール個人貸出実施要領 

 

 

（目 的） 

第１条 この要領は身体が不自由なために図書館に来館して資料を利用できない人々のために必要な資料の郵送貸出について

必要な事項を定め、図書館利用の増進を図ることを目的とする。 

 

（対 象） 

第２条 貸出は市内に在住する方で、郵送貸出以外のサービス形態では、図書館サービスを受けるのに困難な障がい者（視覚障

がい者、寝たきり老人、重度の肢体不自由者）およびその他館長が適当と認めた者を対象とする。 

 

（貸出の方法） 

第３条 貸出の方法は視覚障がい者については内国郵便約款に基づき、その他の身体障がい者についてはゆうパケット約款に基

づき郵送で実施する。 

2 貸出の方法は利用者が筆記を要しない方法とする。 

 

（貸出期間） 

第４条 貸出期間は３週間以内とする。 

ただし、郵送による貸出の場合はそのために要する期間は含まないものとし館長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。 

 

（貸出数） 

第５条 貸出数は録音図書等および点字図書は１人 20タイトル、図書は１人２０冊まで貸出することができる。 

 

（損害の弁償） 

第６条 録音図書等の紛失、破損があった場合は、利用者が相当の代品を弁償しなければならない。 

２ 図書の紛失、破損があった場合は、利用者が現品または相当の代品をもって弁償しなければならない。 

 

(その他) 

第７条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、富田林市立図書館身体障がい者サービス実施要領に基づき館長が

定めるものとする。 

 

附    則 

この要領は、昭和５７年１０月１日から施行する。 

附    則 

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

附    則 

この要領は、平成２３年１０月１日から施行する。 

附    則 

この要領は、令和元年６月１日から施行する。 
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○障がい者用録音図書作成機器貸出要領 

 

（目的） 

第１条  この要領は、障がい者用録音図書を作成する団体及び個人に対して障がい者用録音図書作成機器（以下「機器」

という）を無償で貸出しすることにより、録音図書作成の効率化をすすめ障がい者サービスの増進を図ることを

目的とする。 

（対象者） 

第２条  機器の貸出しを受けることができる者は、富田林市内で障がい者用録音図書作成を行うボランティア団体及び

個人に限る。 

（機器の種別及び数量） 

第３条  貸出しをする機器の種別及び数量は、別表のとおりとする。 

（貸出しの申込み） 

第４条  機器の貸出しを受けようとする者は機器貸出申込書を図書館長（以下「館長」という。）に提出しなければな

らない。 

（決定） 

第５条  館長は、前条の規定による申込みに応じて、貸出しすることを適当と認めるときは、貸出通知書を交付するも

のとする。 

（機器の貸出し） 

第６条  前条に規定する通知書の交付を受けた者（以下「利用者」という。）は、館長が指定する期日に来館して貸出

しを受けなければならない。 

（貸出期間） 

第７条 機器の貸出期間は１か月以内とし、館長が必要と認めたときは、貸出しの日から３か月を越えない範囲内で延長

することができる。 

（貸出しの条件） 

第８条 利用者は、機器を善良な管理者の注意をもって使用するとともに、貸出しの目的に反して使用、譲渡、転貸又は

担保の用に供してはならない。 

（貸出しの場所） 

第９条 機器の使用場所は、図書館内の指定する場所とする。ただし、館長が必要と認めた場合は、他の場所で使用する

ことができる。 

（返却） 

第１０条 利用者は機器の貸出期間が過ぎたとき、及び貸出期間中に使用しなくなったときには、すみやかに返却しなけ

ればならない。 

（実費弁償） 

第１１条 利用者は、貸出しを受けた機器に損傷を与えたときは、当該機器の修理に要する費用を弁償しなければならな

い。 

（その他） 

第１２条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。  

附則 

この要領は、平成２１年５月１日から施行する。 

附則 

この要領は、平成２２年８月１日から施行する。 

 

別表 

種別 数量 

ノートパソコン (キャリングバッグ付） 3 

オーディオ・インターフェイス 4 

テープデッキ 2 

ダイナミックマイクロフォン 卓上マイクスタンド マイクホルダー 5セット 

オーディオ用接続コード (ピンプラグ) 3 

オーディオ用接続コード (ステレオミニプラグ) 2 

点字テプラ 1 

デジタル録音機(ＤＲ－１) ＜ヘッドホン付＞ 2 
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○プレクストーク（障がい者用録音図書聴読器）貸出要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、視覚障がい者がデイジー図書（障がい者用録音図書）を聴読するために必要なプレ

クストークを無償で貸出しすることにより、障がい者サービスの向上を図ることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 プレクストークの貸出しを受けることができる者は、富田林市内在住・在勤・在学の、視覚障が

い者に限る。ただし、図書館長（以下「館長」という。）が必要と認めた場合に限り、視覚障がい

者以外の使用を認める。 

（プレクストークの種別及び数量） 

第３条 貸出しをするプレクストークの種類はプレクストークＰＴＲ２とし、その数量は４台とする。 

（貸出しの申込み） 

第４条 プレクストークの貸出しを受けようとする者は貸出申込書を館長に提出しなければならない。 

（決定） 

第５条 館長は、前条の規定による申込みに応じて、貸出しすることを適当と認めるときは、貸出通知書

を交付するものとする。 

（貸出し） 

第６条 前条に規定する通知書の交付を受けた者（以下「利用者」という。）は、館長が指定する期日に来

館して貸出しを受けなければならない。 

（貸出期間） 

第７条 プレクストークの貸出期間は１か月以内とし、館長が認めたときは、貸出しの日から３か月を越

えない範囲内で延長することができる。 

（貸出しの条件）  

第８条 利用者は、プレクストークを善良な管理者の注意をもって使用するとともに、貸出しの目的に反

して使用、譲渡、転貸又は担保の用に供してはならない。 

（返却） 

第９条 利用者はプレクストークの貸出期間が過ぎたとき、及び貸出期間中に使用しなく 

なったときには、すみやかに返却しなければならない。 

（実費弁償） 

第１０条 利用者は、貸出しを受けたプレクストークに損傷を与えたときは、当該プレクストークの修理

に要する費用を弁償しなければならない。 

（その他） 

第１１条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。 

附則 

この要領は、平成２１年５月 1日から施行する。 

附則 

この要領は、平成２２年８月 1日から施行する。 
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富田林市要綱第６９号 

 

○ 富田林市立図書館事務用貸出実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市の執行機関を富田林市立図書館管理運営規則（昭和５１年教育委員会規則第１５

号。以下「規則」という。）第１３条第１項第２号に規定する団体と認め、同条第３項の規定により執行

機関の職員に事務用資料の貸出等を行うこと（以下「事務用貸出」という。）を定めるものとする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 課 富田林市事務分掌条例施行規則（平成１２年富田林市規則第１３号）第１条第１項の表課

の欄に規定する課及び所、会計室設置規則（昭和３９年富田林市規則第１７号）第１条に規定す

る室、富田林市議会事務局条例（昭和３８年条例第２２号）第１条に規定する富田林市議会事務

局、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の５の各項に規定する委員会のうち富田

林市に設置された委員会の事務局、富田林市立人権文化センター、富田林市立児童館、保育所条

例（昭和２９年条例第２３号）第１条に規定する保育所、富田林市上下水道部事務分掌規程（昭

和４４年水道事業管理規程第３号）第２条に規定する課、富田林市消防本部の組織に関する規則

（昭和４０年富田林市規則第４号）第５条に規定する課並びに富田林市消防署の組織に関する規

程（昭和４０年消防本部規程第１号）第５条に規定する消防署及び消防分署をいう。 

（２） 校園 富田林市立小学校及び中学校設置条例（昭和４１年富田林市条例第２７号）に規定する

小学校及び中学校並びに富田林市立幼稚園条例（昭和２６年富田林市条例第１１号）に規定する

園をいう。 

（３） 各課 課及び校園をいう。 

（４） 事務用資料 市の政策立案及び政策決定に必要又は参考となる図書、雑誌、白書その他の資料

及び市の業務遂行に必要な技能の習得に関する資料をいう。ただし、事務用資料には市職員の個

人的な趣味や嗜好に関する資料及び市の業務と関係が無いことが明らかな資料は除く。 

（事務用貸出券の発行及び管理） 

第３条 事務用資料の貸出を行うために、市立中央図書館の館長（以下「館長」という。）は、各課に対し

て事務用貸出券（以下「貸出券」という。）を発行することができる。 

２ 貸出券は市立中央図書館が管理し、各課には貸出券の番号及び事務用資料をインターネットを通じて

予約するために必要な初期パスワードを通知する。 

３ 各課の庶務担当係長（係長を置かない各課にあっては上席の職員。以下「各課管理者」という。）は、

前項の通知を受けた時は、富田林市立図書館（以下「図書館」という。）ウェブサイトにより初期パスワ

ードを速やかに変更し、貸出券番号とパスワードを厳正に管理するものとする。 

４ 各課において人事異動が生じた場合は、各課管理者は速やかにパスワードを変更するものとする。 

５ 各課管理者がパスワードを亡失した場合は、各課管理者は館長が定める初期パスワード申込書を提出

し、初期パスワードの再発行を求めることができる。 
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６ 機構改革等により各課の改廃及び名称変更が行われた場合は、館長は速やかに当該各課が事務用貸出

を利用するために必要な措置を講ずるものとする。 

（事務用貸出の手続き） 

第４条 各課管理者は、所属の職員が事務用資料の貸出を求めた場合は、貸出券番号とパスワードを当該

職員に通知しなければならない。 

２ 前項の通知を受けた職員は、図書館ウェブサイトを通じて事務用資料の検索・予約等を行うことがで

きる。 

３ 図書館は前項の通知を受けた職員の求めに対して、可能な限り速やかな事務用資料の提供に努める。

またそれが不可能な場合、遅滞なくその旨を各課管理者に伝えなければならない。 

４ 図書館は求められた事務用資料が準備できた場合は、当面の間文書管理主管課の管理する文書連絡箱

を使用し各課に事務用資料を提供する。 

５ 事務用資料の貸出数量及び期間は、団体貸出について定めるところによらず、事務用資料が準備でき

た日を起算日として、規則の個人貸出について定める当該条項の規定に従う。 

６ 各課は前項の貸出期間内に、当面の間文書管理主管課の管理する図書館の文書連絡箱に当該事務用資

料を返納しなければならない。 

７ 貸出禁止資料、未返納者に対する処理、資料の複写、損害の賠償等について各課は規則に定める当該

条項の規定に従う。ただし、複写に必要な経費の負担は事務用資料については原則として免除するもの

とする。 

８ 貸出中の資料を紛失又は損傷した時、各課管理者はその旨を直ちに館長に届出なければならない。 

（私的利用の禁止） 

第５条 各課管理者は、第１条に規定する事務用貸出の目的及び第２条第２号に規定する事務用資料の定

義に留意し、所属の職員が事務用資料以外の貸出を求めることがないよう努めなければならない。 

２ 館長は各課より予約された資料が、事務用資料にあたるか否かを判断することができる。当該資料が

事務用資料と認められない場合、館長は遅滞なくその旨を各課管理者に通知し、当該予約を取り消すこ

とができる。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は館長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月 1日から施行する。 

附 則（平成３０年富田林市要綱第２６号） 

この要綱は、平成３０年５月１日から施行する。 
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○富田林市立図書館雑誌スポンサー制度取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、富田林市立図書館（以下「図書館」という。）における雑誌スポンサー制度の実施に関して必要な事

項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 （１） 雑誌スポンサー制度 民間事業者等が、図書館で配架する雑誌の購入費を負担し、当該雑誌に広告を掲載するこ

とにより市の新たな財源を確保し、図書館雑誌コーナーの充実を図るとともに、地域経済の活性化に寄与する制度

をいう。 

 （２） 雑誌スポンサー 前号に規定する雑誌購入費を負担する民間事業者等をいう。 

（雑誌スポンサー等の対象） 

第３条 雑誌スポンサーの対象者は、企業、商店、団体、個人の事業者及びその他の館長が適当と認めるものとし、次の各

号のいずれにも該当しないものとする。 

（１） 政治団体、宗教団体等やこれに類するもの 

（２） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以

下「暴力団」という。）及び同条第６号に規定する暴力団員又は富田林市暴力団排除条例（平成２５年富田林市条

例第３０号）第２条第３号に規定する暴力団密接関係者 

（３） 公職の候補者（当該候補者になろうとする者及び公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公

職にある者を含む。）を推薦若しくは支持する者又は反対する者 

（４） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）において、第２条各号の適用

を受ける業種及び類似するものを営む者 

（５） 貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条第１項に規定する貸金業及び類似するものを営む者 

（６） たばこ販売及びたばこに係るものを営む者 

（７） 賭博又はギャンブルに係る者 

（８） 法律に定めのない医療類似行為に係る者 

（９） 各種法令に違反している者 

（10） 富田林市市税（法人市民税・固定資産税都市計画税等）の滞納がある者 

（11） 前各号に掲げる者のほか、雑誌掲載を行うことについて図書館長が適当でないと認めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる広告は、広告掲載をしない。 

（１） 法令、条例、規則等に違反し、又は抵触するおそれのある広告 

（２） 公序良俗に反し、又は反するおそれのある広告 

（３） 政治、社会、宗教等に関する主張、勧誘、批判等の意見広告 

（４） 個人又は団体の名刺広告 

（５） 暴力団及び反社会的勢力の利益になるおそれがある広告 

（６） 公職の候補者（当該候補者になろうとする者及び公職選挙法第３条に規定する公職にある者を含む。）を推薦若

しくは支持する広告又は反対する広告  

（７） 他者を誹謗及び中傷する内容を含む広告 

（８） 虚偽又は誇大な表現で市民の的確な判断を誤らせるおそれのある広告 

（９） 市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのある広告 

（10） 個人又は団体の人格に係るものを目的とした広告 

（11） 図書館を利用する者に不快の念を与えるおそれがある広告 
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（12） 青少年保護及び健全育成の観点から不適切な広告 

（13） 前各号に掲げるもののほか、雑誌掲載を行うことについて図書館長が適当でないと認める広告 

（雑誌スポンサーの申込み及び決定） 

第４条 雑誌スポンサーになろうとする者（以下「申込者」という。）は、図書館が作成した「雑誌リスト」に掲載されて

いる雑誌の中から希望する雑誌を選択し、富田林市立図書館雑誌スポンサー申込書（様式第１号）を図書館に提出する。

この場合において、同一の雑誌について複数の申込みがあったときは、申請の順序により審査を行うものとする。 

２ 前項の申込みを受けた図書館は、速やかに申請内容等を審査し、適正と認めるときは、申請者が雑誌スポンサーとな

ることを決定し、富田林市立図書館雑誌スポンサー決定通知書（様式第２号）により申込者に通知するものとする。 

（費用負担） 

第５条 前条第２項の決定を受けた雑誌スポンサー（以下「事業者」という。）は、決定を受けた雑誌の購入費用を全額負

担し、当該雑誌の納入業者に一括先払いにより直接支払うものとする。 

２ 事業者は、支払済の当該雑誌の購入費用の返還を求めることはできないものとする。 

３ 値上がり等により当該雑誌の購入費用が変更となった場合は、事業者と雑誌納入業者との間で協議を行うものとする。 

（広告の表示） 

第６条 事業者は、当該雑誌の最新号表紙、当該雑誌を配置する書架及び図書館のホームページに事業者の名（企業名、

屋号等を含む。）を表示することができる。ただし、表示の大きさ及び位置等は、図書館長が決定する。 

２ 事業者は、当該雑誌の最新号裏面に広告を表示することができる。この場合において、広告は、片面印刷かつ最新号

裏面に収まるサイズとし、広告内容の変更は月１回までとする。 

（事業者となる期間及び広告掲出期間） 

第７条 事業者となることができる期間は、第４条第２項の規定による事業者として決定された日の属する月又はその月

の翌月から当該年度の３月までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、期間満了の２か月前までに、図書館長又は事業者いずれかの解約の意思表示がない場合は、

自動的に次年度も更新するものとし、その後も同様とする。 

３ 広告の掲出期間は、１年間又は雑誌保存期間のうちいずれか短い期間とする。ただし、図書館長が認めるときは、こ

の限りでない。 

 （広告の修正、削除等） 

第８条 図書館長は、掲載しようとする広告の具体的な内容を判断し、修正、削除等が必要な場合は、事業者に求めるこ

とができるものとする。この場合において、事業者は、正当な理由がない場合は、図書館が指示する広告内容の修正、

削除に応じなければならない。 

２ 図書館長は、事業者が第３条に規定する事項に該当することが明らかになった場合は、広告掲出後であっても広告物

の撤去を行う。この場合において、事業者は異議を述べることができない。 

（広告に係る責任） 

第９条 掲載広告についての一切の責任は、事業者が負うものとする。 

（委任） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、雑誌スポンサー制度に関し必要な事項は、図書館長が別に定める。 

 

附  則 

この要領は、平成２６年９月１日から施行する。 
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○富田林市立図書館広告入りブックスタート配布パンフレットの無償提供に関する取扱要領  

 

この要領は、富田林市広告事業実施要綱（平成２９年富田林市要綱第２７号、以下「要綱」という。）に基づき、ブック

スタート配布パンフレット（以下｢パンフレット｣という。）の広告代理店等（以下「無償提供者」）からの無償提供に関し、

次のとおり定めるものとする。 

 

１．無償提供者からパンフレットの無償提供の申し出があった場合は、富田林市立図書館 (以下「図書館」という。) と

無償提供者の双方が合意した場合に限り、無償提供の申し出を受けるものとし、図書館はこれをブックスタート事業にお

いて使用するものとする。 

２．パンフレットの無償提供者が複数以上あった場合は、１の年度内において抽選するものとし、無償提供の時期は図書館

と協議するものとする。 

  なお、その期間内で使用できなかったパンフレットは、図書館が処分するものとする。 

３．パンフレットの無償提供に関しては、無償提供者がすべての責任を負うものとし、紛争等問題が生じたときは、無償提

供者はすみやかにその解決に当たらなければならない。 

４．広告に関する紛争等により図書館がパンフレットの撤去を命じた場合、無償提供者はただちに代替のパンフレットを提

供しなければならない。 

５．無償提供者は、広告主の募集に当たっては、教育委員会又は図書館が広告主を募集しているかのような誤解を生じさせ

てはならない。 

６．無償提供者は、広告主として、市内業者から優先的に、大小企業を問わず公平に募集しなければならない。 

７．次に掲げる内容の広告は、取り扱わないものとする。 

① 要綱第３条第 1項各号に定めるもの 

② 公職の候補者（当該候補者になろうとする者及び公職選挙法第 3 条に規定する公職にある者を含む。）を推薦し支持

し又これに反対するもの  

 ③ 求縁又は男女の交際、通信等に関するもの 

④ 集団に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるもの 

⑤ 詐欺的その他正当な取引とは認められない取引に関するもの、又は正常な商習慣を害するおそれのあるもの 

⑥ 広告する商品本来の使用目的から逸脱し、いたずらに享楽的な面を強調するもの 

⑦ 墓地及び墓石もしくは葬祭関係事業を含む業者及び事業者 

⑧ 教育委員会及びパンフレットの公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの 

 

８ 前項の規定にかかわらず、要綱第３条第２項各号に掲げる業種又は事業者の広告は掲載しない。 

９．無償提供者は、パンフレット作成に関して広告掲載の内容及び図書館の掲載事項を事前に図書館と協議するものとする。 

１０．無償提供者はパンフレットの印刷に関して図書館の校正・確認を受けた後でなければ作成してはならない。 

１１．この要領に特に定めのない事項については、図書館と無償提供者の双方協議のうえ決定するものとする。 

 

   附 則 

 この要領は、平成２４年１１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２９年４月２８日から施行する。 
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○富田林市立図書館広告入りブックスタートパンフレット等配布物封入用封筒の無償提供に関する取扱要領  

 

この要領は、富田林市広告事業実施要綱（平成２９年富田林市要綱第２７号、以下「要綱」という。）に基づき、ブック

スタートパンフレット等配布物封入用封筒（以下｢封筒｣という。）の広告代理店等（以下「無償提供者」）からの無償提供に

関し、次のとおり定めるものとする。 

 

１．無償提供者から封筒の無償提供の申し出があった場合は、富田林市立図書館（以下「図書館」という。）と無償提供者

の双方が合意した場合に限り、無償提供の申し出を受けるものとし、図書館はこれをブックスタート事業において使用す

るものとする。 

２．封筒の無償提供者が複数以上あった場合は、１の年度内において抽選するものとし、無償提供の時期は図書館と協議す

るものとする。 

  なお、その期間内で使用できなかった封筒は、図書館が処分するものとする。 

３．封筒の無償提供に関しては、無償提供者がすべての責任を負うものとし、紛争等問題が生じたときは、無償提供者はす

みやかにその解決に当たらなければならない。 

４．広告に関する紛争等により図書館が封筒の撤去を命じた場合、無償提供者はただちに代替の封筒を提供しなければなら

ない。 

５．無償提供者は、広告主の募集に当たっては、教育委員会又は図書館が広告主を募集しているかのような誤解を生じさせ

てはならない。 

６．無償提供者は、広告主として、市内業者から優先的に、大小企業を問わず公平に募集しなければならない。 

７．次に掲げる内容の広告は、取り扱わないものとする。 

① 要綱第３条第 1項各号に定めるもの 

② 公職の候補者（当該候補者になろうとする者及び公職選挙法第 3 条に規定する公職にある者を含む。）を推薦し支持

し又これに反対するもの  

 ③ 求縁又は男女の交際、通信等に関するもの 

④ 集団に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるもの 

⑤ 詐欺的その他正当な取引とは認められない取引に関するもの、又は正常な商習慣を害するおそれのあるもの 

⑥ 広告する商品本来の使用目的から逸脱し、いたずらに享楽的な面を強調するもの 

⑦ 墓地及び墓石もしくは葬祭関係事業を含む業者及び事業者 

⑧ 教育委員会及び封筒の公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの 

８ 前項の規定にかかわらず、要綱第３条第２項各号に掲げる業種又は事業者の広告は掲載しない。 

９．無償提供者は、封筒作成に関して広告掲載の内容及び図書館の掲載事項を事前に図書館と協議するものとする。 

１０．無償提供者は封筒の印刷に関して図書館の校正・確認を受けた後でなければ作成してはならない。 

１１．この要領に特に定めのない事項については、図書館と無償提供者の双方協議のうえ決定するものとする。 

 

   附則 

 この要領は、平成２７年８月１日から施行する。 

   附則 

 この要領は、平成２９年４月２８日から施行する。 
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図書館資料未返却者への督促事務処理要領 

令和５年７月３１日 

（目的） 

第１条 この要領は、図書館資料を返却期限経過後もなお返却しない者（以下「未

返却者」という。）に対して行う図書館資料の返却の督促、貸出の停止その他

の措置に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、図書館資料

の適正な管理を確保することを目的とする 

（督促の方法） 

第２条 未返却者に対して行う返却等の督促は、次の各号に掲げる方法により行い、

その内容は当該各号に定めるところによるものとする。  

⑴ メールの送信による督促 館長が、図書館にメールアドレスを届け出てい

る未返却者に対し、返却期間が経過している図書館資料（以下「経過資料」

という。）の返却を督促する旨を記載したメールを送付する方法により行う。  

⑵ はがきの送付による督促 館長が、未返却者に対し、経過資料の返却を督

促する旨を記載したはがきを送付する方法により行う。  

⑶ 架電による督促 館長が、未返却者の固定電話又は携帯電話に架電し、経

過資料の返却を督促する旨を伝える方法により行う。  

⑷ 館長が相当と認める方法による督促 館長が相当と認める方法により行う。 

（メールの送信による督促） 

第３条 館長は、毎週日曜日において経過資料を所持している未返却者に対し、当

該日曜日が属する週（日曜日から土曜日までいう。以下同じ。）の金曜日にメ

ールの送信による督促を行う。  

２ 前項の規定にかかわらず、当該日曜日において返却期間を３年以上経過してい

る未返却者については、メールによる督促を行わない。  

（はがきによる督促） 

第４条 館長は、次の各号に掲げる未返却者に、当該各号に定める時期にはがきに
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よる督促を行う。 

⑴ 毎月第１及び第３水曜日の属する週の日曜日において他の利用者からの予

約がある経過資料を所持する未返却者 当該日曜日が属する週の水曜日  

⑵ 返却期間を３０日以上経過している経過資料を所持する未返却者 返却期

間を経過した日の属する翌々月の第２水曜日  

⑶ 毎年３月の第１水曜日及び９月の第４水曜日の属する週の日曜日において

経過資料を所持する未返却者 毎年３月の第１水曜日及び９月の第４水曜日  

２ 前項第１号及び第３号のはがきによる督促は、第１号にあっては、毎月第１及

び第３水曜日の属する週の日曜日の時点において、第３号にあっては、毎年３

月の第１水曜日及び９月の第４水曜日の属する週の日曜日において返却期間を

３年以上経過している経過資料の所持者に対しては行わない。  

（架電による督促） 

第５条 館長は、他の利用者からの予約がある経過資料を所持する未返却者のほか、

館長が相当と認める未返却者に、必要に応じて架電による督促を行う。 

（館長が相当と認める方法による督促）  

第６条 館長は、図書館の管理運営上支障をきたすと館長が認めた未返却者に対し、

館長が相当と認める方法による督促を行う。  

（未返却者への措置） 

第７条 館長は、以下の者に対し、富田林市立図書館管理運営規則（昭和５１年富

田林市教育委員会規則第１５号）第１５条第１項により貸出停止の措置を行う。

ただし、貸出停止の措置を行うべき時点において館長が必要と認める場合は、

当該時点の直近の蔵書点検まで貸出停止の措置を行うことを留保できる。  

⑴ ３か月以上返却期間を経過した図書館資料を所持する未返却者  

⑵ 館長が貸出停止の措置を行うことを相当と認めるに足りる合理的な理由が

ある未返却者 

２ 館長は、前項の貸出停止の措置を講じたときは、当該未返却者に対して督促を
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行う際にその旨通知するものとする。 

３ 館長は、第１項の貸出停止の措置について、当該措置を受けた未返却者が経過

資料を返却し、又は弁償基準に基づく弁償をした際に解除する。 

附 則 

この要領は、令和５年８月１日より施行する。 



休館日 １８時まで

４月 ５月 ６月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

4/29昭和の日 5/3憲法記念日、5/4みどりの日、5/5こどもの日 30

4/30は振替で休館です。

７月 ８月 ９月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30

7/15海の日 8/11山の日 9/16敬老の日、9/22秋分の日

7/16は振替で休館です。 9/17は振替で休館です。

開館時間 　♦火曜日～金曜日　午前10時～午後8時　♦土・日・祝日　午前10時～午後6時

休 館 日 　♦毎週月曜日　　（祝日が月曜日と重なった場合は、次の平日（4/30、7/16、9/17）

PC・携帯・スマートフォンからホームページをご覧いただけます。

中央図書館：25-4921　　金剛図書館：28-1171

休館日 １８時まで

10月 11月 12月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

10/14スポーツの日 11/3文化の日、11/23勤労感謝の日

10/15は振替で休館です。

1月 2月 3月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29

1/13成人の日 2/11建国記念の日、2/23天皇誕生日 30 31

1/14は振替で休館です。 3/20春分の日

※2025年1月15日～2月2日まで、システム入れ替えと蔵書点検のため全館臨時休館いたします。

開館時間 　♦火曜日～金曜日　午前10時～午後8時　♦土・日・祝日　午前10時～午後6時

休 館 日 　♦毎週月曜日　　（祝日が月曜日と重なった場合は、次の平日（10/15、1/14）

PC・携帯・スマートフォンからホームページをご覧いただけます。

中央図書館：25-4921　　金剛図書館：28-1171
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クリック！

令和6(2024)年度 富田林市立中央図書館・金剛図書館カレンダー

富田林市立図書館 検索

クリック！

令和6(2024)年度 富田林市立中央図書館・金剛図書館カレンダー

富田林市立図書館 検索



令和6(2024)年度 富田林市立図書館　東分室カレンダー 休室日

４月 ５月 ６月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 1 2 1

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

4/30は昭和の日の振替で休室です 5/4はみどりの日、5/5はこどもの日で休室です 30

７月 ８月 ９月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30

7/16は海の日の振替で休室です 8/11は山の日で休室です 9/17は敬老の日の振替で休室です

9/22は秋分の日で休室です

開室日　♦火曜日・土曜日・日曜日　　　開室時間　♦午後1時～午後5時

※祝日および月曜日が祝日の場合の翌火曜日は休室となります。

PC・携帯・スマートフォンからホームページをご覧いただけます。 富田林市立図書館 検索

東分室：25-1781 中央図書館：25-4921 金剛図書館：28-1171 　　クリック！

令和6(2024)年度 富田林市立図書館　東分室カレンダー 休室日

10月 11月 12月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

10/15はスポーツの日の振替で休室です 11/3は文化の日で休室です 12/29～1/3は年末年始の休室です

11/23は勤労感謝の日で休室です

1月 2月 3月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 28 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29

1/14は成人の日の振替で休室です 2/11は建国記念の日で休室です 30 31

※1/15～2/2まで システム入れ替えと 2/23は天皇誕生日で休室です

 蔵書点検のため休室です

開室日　♦火曜日・土曜日・日曜日　　　開室時間　♦午後1時～午後5時

※祝日および月曜日が祝日の場合の翌火曜日は休室となります。

PC・携帯・スマートフォンからホームページをご覧いただけます。 富田林市立図書館 検索

東分室：25-1781 中央図書館：25-4921 金剛図書館：28-1171 　　　クリック！
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ステーション名 時間 曜日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

藤沢台７丁目 2:40～3:00
2 7 4 6 5 3 7 4 4

久野喜台２丁目150棟前 3:20～3:50 2 3 1

伏山（金剛グリーンハイツ前） 4:00～4:30
16 21 18 20 19 17 ※ 18 18

レインボーホール（市民会館） 2:40～3:00
3 1 5 3 7 4 2 6 4 5 5

梅の里５号公園 3:10～3:50 ※

南旭ヶ丘公園前 4:10～4:30
17 15 19 17 21 18 16 20 18 19 19

須賀尼池児童遊園 2:30～3:00
9 14 11 9 13 10 8 12 10 11

不動ヶ丘町２号公園前 3:20～3:50 ※ 25

伏見堂ふれあい広場 4:10～4:30
23 28 25 23 27 24 22 26 24 25

かがりの郷（イベント広場） 2:40～3:00
12 10 14 12 9 13 11 8 13 10 14 14

山手町
（自治会管理広場・今池南側公園）

3:20～3:50

楠風台自治会館 4:00～4:30
26 24 28 26 23 27 25 22 27 ※ 28 28

 　　　　※1月15日～2月2日までシステム入れ替えと蔵書点検を行うため、全館臨時休館となります。　　

   　 ☆各ステーションの所在は、裏面の地図を参照してください。

　　　☆本は、一人20冊まで借りることができます。次の巡回日に返却してください。

　　　　　借りた本は、中央図書館、金剛図書館、東分室へも返せます。　

　　　　　レインボーホール（市民会館）・金剛連絡所・エコール・ロゼの返却ポストもご利用ください。

　　　☆交通事情により、到着が若干遅れることがあります。

　　　　　詳しくは、お問い合わせください。　　問合せ先　　中央図書館　　25-4921

　　                                        　　 　☆富田林市立図書館のホームページ

検索
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富田林市立図書館

第
１
・
３
火

第
２
・
４
火

第
２
・
４
金

http://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/library/    

第
１
・
３
水

令和6年4月～令和７年3月

※正午に特別警報・暴風警報・大雨警報・洪水警報等（気象庁で定められた特別警報及び警報）が

発令された時は巡回を中止します。 返却期限は、次の巡回日まで延長します。

クリック！
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http://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/library/
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/library/
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/library/
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/library/
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/library/
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